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国土利用計画と

低位利用林野の再開発
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戦後における国土政策

の展開

器林政総合調査研究所

洲査研究部長

国土利用問題はいま，新しい局面を迎えている。はじめに第2次大

戦後における国土政策の展開をごくおおまかに跡づけ，現時点の特徴

を明らかにしておこう。

まず，昭和20年代は資源開発の時代である。とりわけ食糧増産，

水力発電，災害復旧が重視され，国土総合開発法（25年制定）のもと

で，賦存資源に恵まれながらも相対的に未開発な後進（山地）地域を

対象とした国土開発がもくろまれた。これに対して30年代は，拠点開

発の時代といえる。一応戦前水準に回復した日本経済は工業化への勢

いをさらに強めるが，そのため，既成工業地帯における社会資本の充

実とともに，新産都市・工業整備特別地域の指定等を通じて主として

臨海部における産業基盤の整備に力が注力§れた。その結果，開発の先

進地域と後進地域との間に各種の格差が生じ，いわゆる歪み問題が顕

在化してきた。ここで特に注意すべきは，30年代中期以降における

高度経済成長の過程で進行した人口および産業諸活動の極端な大都市

集中と重化学工業への傾斜がもたらした諸々の弊害についてである。

すなわち，大都市地域では過密，公害，自然環境の破壊等の諸問題が

生じ，農山村地域では過度の人口流出，それに伴う農林業の衰退，コ

ミュニティの崩域等を含意する過疎問題が出現した。これらは明らか

に，国土の偏在的利用が生んだ現実的矛盾にほかならない。

40年代の国土政策を特徴づける新全国総合開発計画（44年作成）

は，本来的には，このような政策路線からの転換を意図し，予想され

る国際化，情報化，技術革新の進展に対応して，「自然の秩序に対す

る配慮のもとに，単に効率性の観点からばかりでなく，安全性，快適

性のあるものとして，人間尊重の視点からのぞましい環境を創造」す

ることが「国土総合開発の究極の政策課題」であると識い，これに基

づき，少なくとも表現上ではなかなか魅力的な計画課題を提示した。

しかし現実の動向はそのような「理念｣-を達成させえなかったばかり

でなく新たな矛盾や混乱を惹き起こしたことは周知のところであろう。

なかでも新全総に掲げられた全国的ネットワークの整怖と大規模プロ

ジェクト方式での開発椛想は，当時の過剰流動性や列島改造論ブーム



と結びつき全国的に異常な土地投機と法外な地価高騰を誘発させ，こ

れにより国土の計画的利用は事実上挫折せざるをえなかった。一方，

公害国会（45年)，環境庁設置，国連畷境会議（46年)，自然環境保全

法，四日市公害判決，ローマクラブ提言（47年)，さらに「買占め」

と「乱開発」への抵抗，自然保謹連動の活発化，地域開発における

住民参加方式の普及といった一連の動きから知られるように，国内的

にも国際的にもまた行政サイドにおいても住民サイドにおいても，自

然・環境・資源つまり国土に対する認識が急速に変化することになっ

た。その結果，新全総の現実路線は修正を余儀なくされたのである。

法律制定をめぐる政治的曲折はともあれ，国土利用計画法（49年）

の意義はこのような問題状況を直視し，職種的な政策対応を試みた点

に求められる。法2条では，「国土の利用は，国土が現在及び将来にお

ける国民のための限られた資源であると共に，生活及び生産を通ずる

諸活動の共通の基盤であることにかんがみ，公共の福祉を優先させ自

然環境の保全を図りつつ，地域の自然的，社会的，経済的及び文化的

条件に配意して，健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発

展を図ることを基本理念として行なうものとする」とまことに的確か

つ明快な規定を与えているが，この条文の真意は国土利用が当面して

いる諸問題と関連づけてこそ理解が深められるというべきであろう。

また，この法律に盛られた数多くの特徴，すなわち，①土地に関す

る私権の制限強化，特に土地取引段階への公的介入による価格および

利用面での規制，②国・都道府県・市町村の各レベルでの国土利用計

画の策定および都道府県知事による土地利用基本計画の作成を基礎と

した国土利用に関する諸計画の体系化と利用調整の総合的・一体的運

用，③遊休土地の有効適切な利用促進のための行政措置の積極化，④

住民参加方式を含む地方主導型のもとでの土地取引規制と計画樹立体

制の確立，その一環としての地方公共団体への土地行政に関する権限

または事務の委譲といった諸方針は，まさしく既往の国土政策の総

点検のうえにたって，その不備を補うべく採用されたものにほかなら

ない。今次の国土利用計画法は，このような意味において国土政策上，

ひとつの画期を形成すると評価されてよい。

ところで，わが国の国土の主要部分を総成する林野は国土利用計画

法のなかでどのように扱われているであろうか。まず，法律の第5条

に基づき国土利用計画（全国計画）が閣議決定（51年）されたが，

その主題ともいうべき「国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目

標」をみると，基準年次の47年から目標年次の60年までの間に森林

は2,523万haから2,482万haへと41万haの減少，原野は56万

haから26万haへと30万haの減少が見込まれている。森林・原野

以外の地目，すなわち農用地，水面・河川・水路，道路，宅地（住宅

3

国土利用計画法と林野

の位置づけ
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林野利用高度化の意味

地，工場用地，事務所・店舗等の宅地）等はすべて，多かれ少なかれ

増加が見込まれているのとくらべて森林・原野の動きは対錬的であ

る。なお，この変化を地域別にみると，絶対的にも相対的にも3大都

市圏（9都府県）よりも地方圏（38道県）において，森林・原野面

積の減少が著しい。

もとより，このことは森林・林業の社会的役割が軽視された結果と

みなされてはならない。この計画における「国土利用の基本方針」で

も，「森林については，木材生産機能および国土保全，水源かん菱，

保健休謎，自然環境の保全等の公益的機能を総合的に発揮しうるよ

う，必要な森林の確保と整備を図る。また，都市およびその周辺の森

林については，良好な生活環境を確保するため，積極的に緑地として

保全，盤備を図る」と述べ，その重要性を強調している。さらに，「森

林の利用jl辰換については，森林の保続培謎と林業経営の安定に留意し

つつ，災害の発生，環境の悪化，水源かん謎および保健休養の場の確

保の支障のおそれなどを十分考慮して，周辺の土地利用との調整を図

り，行なうものとする」と，一定の制限を加えている。原野に関して

すら，自然環境形成上の役割を高く評価し，転用に対して注意を与え

ている。

にもかかわらず，森林・原野の減少が見込まれるに至ったのは，そ

れらのなかに低位利用地が含まれていると判断されたからにほかなら

ない。「個々の土地需要には対応しきれない状況」のもとで，「限られ

た国土資源を前提に"…極力土地の有効利用を促進し，可能な限りそ

の節減を図る」方針をたてれば，低位利用地が着目されるのは当然で

あろう。そして，林業用地としての利用高度化もさることながら，農

業的および都市的な利用への転換が強く要請された結果が森林．原野

合わせて71万haの減少となってあらわれたのである。

ひるがえって，国土利用の発展とはなにかを考えてみるに，現象的

には，いわゆる林野の状態をなす自然的土地に人間労働を加え，その

累積によって形状を転換し，専用的な地目である林業用地，農地，住

宅地，工場敷地，公共用地等を確立するプロセスであるといえる。換

言すれば，自然的土地としての林野を減少させつつ，粗放利用から集

約利用に移行することを意味する。

若干付言しておこう。未開社会では自然的土地から直接的に生活と

生産に要する諸手段を調達していたが，人口の増加，文化の発達等に

つれて単なる自然物（野生資源）の掠奪的採取のみでは量的にも質的

にも対応できなくなり，人為的に自然を加工して農地をつくり，食糎

等の腱産物を生産することが必要になった。これが農業の始まりであ

る。林産物に関しても同様に，天然資源のみに依存するわけにはいか

ず，特定の林地を対象に造林して森林資源の培誕を図り，増大する林



産物需要に応じた。こうして人工的育成林業が成立した。さらに社会

・経済・文化・生活等の発展に伴って道路，宅地等の都市的土地需要

が増大するが，それらの対象地としても林野は転用された。つまり，

林野の減少（転用）を伴いつつ国土利用は発展してきたのであって，

それは明らかに，人類の文化的生存と社会経済発展の前提であるとと

もに，その所産としてとらえられる。

今次の国土利用計画における地目別面積推移の目標は上述のように，

蕊本的にはこのような傾向をたどるものとされている。この点では，

正当かつ伝統的な方向を踏襲しているとみられよう。だが注意を要す

ることは林野に関する社会的認識が往時と現今とでは著しく異なって

いる点である。すなわち，かつては他地目への転換によって面職を減

少させることこそ国土利用の必然かつ高度化の方向であると考えられ

てきた林野が，今日ではたとえ自然のままであっても（というより，

それならなおさら）守られるべき貴重な資源・環境として見直されて

いる。もはや開発の対象ではなく保全が課題となっているのである。

したがって現在，林野の減少は必ずしも国土利用の発展を意味すると

は限らない。上述の国土利用計画でも，「土地利用の可逆性が容易に

えられない」ので「その転換は慎重に行なわなければならない」と指

摘しているが，これはまさしく同じ現状理解に基づくものといえよう。

このような前提をおきつつも，全国71万haにおよぶ広大な林野

が他の目途に転換されるという見通しが成立したのは，主として旧薪

炭林等の利用現況が著しく低位水準にあるとみなされたからである。

ここで旧薪炭林等とは，薪炭原木の供給源のみならず，草肥，飼料，

燃料，屋根葺き用の萱，山菜，樹実の採取地，さらに馬産の牧野等と

してかつて利用されていた林野の総称であって，戦前はむろんのこと，

戦後もしばらくはきわめて重要な役割を果たしていた。それらは農林

家の個別経営にとって不可欠の生活・生産手段を提供したばかりでな

く，入会利用を通じて地域社会の共同体的秩序を維持する物的基撚と

しても機能していた。旧薪炭林等はよく里山とも呼ばれるが，その厳

密な定義はともあれ，立地的な特徴とともに，里つまり村落との結び

つきの強さをも含意する用語のように思われる。この点で，旧薪炭林

等の利用は決して低位であったなどと評価されてはならない。

だが，高度経済成長と開放経済体制のもとで旧薪炭林等のこれらの

役割は，内的・外的要因によって基本的に喪失または剥奪されてしま

った。もちろん一部では，人工造林の対象地とかキノコ類栽培原木の

採取源として林業的に活用されたり，開田．開畑．草地造成によって

農業的に開発されたり，さらにゴルフ場．別荘用地．レジャーランド

・宅地等の都市的な用途に転換されたりしているものの，大部分は新

たな利用（というより再開発）の方法を見い出せぬままに放置されて

旧薪炭林等(里山)の存

在形態と再開発の方向

5
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いるのが現状である。

このような遊休化の原因は，土地の自然的条件の不利性にあるとい

うよりは，旧薪炭林等にかかわる主体およびそれらをとりまく社会経

済的条件の未熟さないし環境悪化に求められる。具体的にいえば農I"1.1

村からの激しい人口流出，海外農林産物輸入の著増，農林産物価格の

不安定，異常な地価高騰，農林業経営意欲の減退，農山村社会の疲

弊，豪族制度・価値観の変化といった諸現象が相互に関連しあって，

旧薪炭林等の林業的・農業的な高度利用を進展させずにいるのであ

る。見方によっては，今日のわが国農林業を特徴づける諸動向の必然

的所産として旧薪炭林等の低位利用問題があるといえる。

反面，確かに未曽有とも評される勢いで都市的な開発が進行した

が，その中には無秩序で自然破壊的なものが多かったことも否定でき

ない。このような行為はまさに乱開発と呼ばれるべきであって，決し

てのぞましい林野利用の高度化，旧薪炭林等の再開発であったとはみ

なしえないのである。

ともあれ，旧薪炭林等の今後における利用発展つまり再開発の方向

として基本的には，林業的・農業的・都市的の3方向に分けて考えら

れる。それぞれの具体的内容については割愛するが，いずれも緊要な

社会・経済・政治的要請を背景に提起されているだけに，好条件の旧

薪炭林等を対象とする土地欲求は強く，相互にきびしい競合関係にあ

る。この点は新しい特徴といえよう。結局，いずれかが選択されて現

実の利用方法が決定されるが，この場合，いかなる尺度を基準に最適

配分ないし相互の調整が行なわれるべきかという困難な問題につき当

たる。土地利用の成果に対する判断基準がこれに係わる主体の社会経

済的性格によって区々だからである。例示すれば，経済的指標として

も土地純収益・労働報酬・利潤・地代，その他各種のものがあり，そ

れらの優劣の序列は同じではない。したがって，いかなる主体が，い

かなる指標に基づいて旧薪炭林等の再開発の方向づけをするかが重要

な問題となるのである。

このことについて本格的に論ずるには紙幅がない。ただし結論的に

いえることは，当面する国土利用計画の主眼が既往の偏在的利用に伴

う諸弊害を克服して「均衡ある発展」を追求している以上，旧薪炭林

等の再開発は外部からのインパクトによってこれを推進するのではな

く，旧薪炭林等が集中的に所在する地域の内発的なエネルギーに依拠

しつつ，その主導のもとに，地域の産業経済の発展や社会・生活環境

の改善に資する方向を優先させて取り組むべきであるということ，こ

れである。そして，もし，このような方向が確立されるならば,単に計

画主体や手法が従来のそれと異なるばかりでなく，旧薪炭林等再開発

の具体的利用形態においても大きな変化，つまり，地域社会経済と密

着したかたちでの再開発が展開するものと期待されるのである。〈了＞
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その結果が公表された。ここでは，その調査の若

干の項目について概観することとする2)。
Iはじめに

高度成長から安定成長への経済運営の基調の転

換に伴って，社会情勢も大きく変化したが各種世

調1)にみられるように，国民の生活意識も「なご

やかな暮らし」「趣味を生かした生活」など安定

したゆとりある生活を求める傾向が強くなってき

ている。

森林・林業は広く国民生活と密接な係りをもっ

ているが，最近の経済社会情勢の著しい変化のな

かで，これに対する一般国民の意識がどのように

なっているかは，きわめて興味のある事柄であ

り，今後適切な森林・林業行政を展開していくた

めには，その現状を適確に把握しておくことが必

要になっていると考えられる。

昨年，このような観点から総理府が行なう各種

世論調査の一つとして，森林・林業に対する一般

国民の意識調査が行なわれることとなり，先ごろ

Ⅱ調査結果から

1．都市では保全林，山村では防災林

森林は多面的な機能を有し，国民生活と深い係

りをもっているが，これについての一般的な認識

は，この調査結果でみると「洪水や山崩れの防

止」が50％，「木材の生産」が46％と多く，以

下「大気の浄化｣，「水源の確保｣，「動物の棲息の

場｣，「レクリエーションの場｣，「風雪害の防止」

「騒音の防止」の順となっている。

これを地域別にみると,1.11村側ほど「木材の生

産」や「洪水，山崩れの防止」の割合が高く，都

市側ほど「大気の浄化」や「レクリエーションの

場」の割合が高い傾向を示している。

このような傾向は，居住地周辺の森林の役割に

対する期待にさらに端的に示されており，都市側

1)NIYK放送世論細査所「低成長時
代の生活と意識」に関する調査(51
年7月）

総理府「国民生活に関する世論調
査」等

2）この鋤査は,昨年9月に全国の20
歳以上の男女5千人を対象として，
層化2段無作為抽出法により，調査
員による面接聴取の方法で実施され
たもので，標本回収率は74％とな
っている。この調査の地域区分は，

東京都区部,9大都市，人口10万以
上の市，人口10万未満の市，山村
以外の町村，山村（山村振興法によ
る山村）となっている。本文では，
澗査数値の地域による傾向を表現す
る場合に，上記の区分の順位にした
がって儲M市(側)｣，「山村(側)」と
して述べることとする

図･1居住地周辺の森林に対して

今後期待する役割
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では「日常生活の憩いの場」「騒音の防止と生活

環境の保全」等が，山村側では「洪水や土砂崩れ

などの防止」「木材生産」等が高くなっている

（図・1)。

この結果をみると，森林一般の働きについて

も，居住地周辺の森林に期待する役割について

も,l｣I村住民と都市住民の意識には相当の差があ

り，これから都市では保全林の，山村では防災林

の整備。充実が重要になっているものと考えるこ

とができよう。

2．水源林の共同整備には6割余が賛成

森林がその有する多様な機能を果たしていくた

めには，適切な整備が必要であるが，これに要す

る経費についての一般国民の意識はどうであろう
か。

まず森林レクリエーションに係る施設整備やそ

の維持管理費については，「全て国，地方公共団

体で負担する」が48％，「国，地方公共団体と利

用者の両方が負担する」が38％となっており，

約4割のものが利用者負担的な考え方をとってい

る。

また，将来の水不足等に備え，大きな川の上流

にある森林の盤術を図るため，下流にある県など

も出資するなどして共同で森林を整備することの

是非については，「共同で整備したほうが良い」

とするものが66％と多数を占め，「参加する必要

はない」とするものは10％に止まっている。こ

れをブロック別にみると関東・東山・近畿，東海

の都市化・工業化が進み，水需要の旺盛なブロッ

クにおいて，下流の県も出資するなどして共同で

森林を整備したほうが良いとする賛成の意見が，

他のブロックに比べて高い割合を示していること

が注目される。

3．木材利用に対する根強い選り好み

「欧州は石の文明，中国は土の文明，日本は木

の文明」ともいわれるが，木材の利用についての

現在の一般国民の意識はどのようになっているだ

ろうか。

「仮に，今後新たに住宅を建てたり，買ったり

する場合には，どのような住宅を選ぶか」につい

ての調査結果では，「木造住宅」が80％と圧倒的

に多く，「非木造住宅」とするものは14％に止ま

っている。

また，机，いす等の家具の場合についても，

「木製」を選ぶとするものが75％と圧倒的に多

く，「木製以外」を選ぶとするものは7％と少な

い。

このことから，住宅についても家具等について

も，木材利用に対する一般国民の選り好み性が極

めて根強いことがわかる。

次に住宅の工法別では,木造在来工法住宅が75

％，木造プレハブエ法等住宅が5％，非木造住宅

が14％となっており，木造住宅の中でも在来工

法を選ぶとするものがほとんどを占める結果とな

っているこ･とは，特に注目される。

現在，わが国の木材需要のうち約6割が住宅建

築資材に供されているが，このような一般国民の

木造住宅に対する根強い要望に応えていくために

は，需要に適切に対応した木材供給の確保を図る

とともに，安定的な木材価格の維持が重要と考え

られる。

4．都市と山村，森林保護に対する意識の差

森林は，一般国民に洪水や山崩れの防止，木材

の生産，大気の浄化，水源の確保等々の多様な機

能をもつものと認識されているが，森林のこのよ

うな役割を最も損うものとしては，何が考えられ

ているだろうか。

この調査結果では，特に高い割合を占めるもの

はなく，「ゴルフ場の建設」18％，「自動車の排ガ

ス・工場の煤煙」18％，「宅地の造成」15％，「自

動車道路の建設」13％，「公衆道徳の欠如」12％

等となっている。

森林に係るゴルフ場の造成や，宅地の造成等

は，昭和49年の森林法改正とこれに基づく林地

開発許可制度の発足によって，現在では秩序だっ

た開発が行なわれることとなっているが，一般に

はなお，かつての土地の乱開発のイメージが強く

意識されていることをうかがわせる。

また，それほど顕著な差ではないが，都市側で

は自動車道路の建設，自動車の排ガス・工場の煤
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煙をあげるものが比較的多

く，山村側ではゴルフ場の

造成をあげるものが比較的

多い。

､《ゴルフ場などの造成”

が都市側の，そして《､自動

車道路の建設”が山村側

のそれぞれの欲求に基づい

て，主として行なわれてい

ることからすれば，ここに

も都市と山村の住民の意識

の差が認められる。このこ

とは，自動車道路の建設に

図･2森林内における自動車
道路の建設の是非 、％

別
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とは，自動車道路の建設についての次の調査にお

いていっそう明瞭に現われている。

すなわち，森林内の自動車道路は，森林の手入

れや地域住民の生活に必要であるが，この調査結

果によれば，「作ったほうがよい」9％，「必要な

道路については作ることもやむを得ない」51％，

「なるべく少なくしたほうがよい」27％，「これ

以上作るべきではない」8％となっている。この

ことからすると，森林の手入れや地域住民の生活

に必要な自動車道路の建設については，一般国民

のおおかたの納得が得られるものと考えられる。

これを地域別にみると，必要な道路については

やむを得ないとするものは，都市，山村を通じて

約半数を占めているが，作ったほうが良いとする

積極的な賛成派は山村側に多く，作るべきでない

とする積極的な反対派は都市側に多く，対照的な

傾向を示している（図・2)。

わが国の本格的な林道網の整備は，近々20年

くらいにすぎず，林道密度は昭和50年時点でも

ha当たりわずかに3.3mにしかすぎない現状に

ある。

これに対して，たとえば西独のパーデンヴェル

テンベルク州の林道密度3》は，1962（昭和37）年

時点ですでに22.4mに達しており，これに各種

作業道を加えると林道密度はha当たり約75m

に達し，すべての森林は道路から100m以内で到

達ができる水準に整備されている。

林道網の整備は，林業振興はもとより，森林・

林業の担い手が居住する農山村地域の振興を図る

観点からも必要であるが，この場合，その建設に

あたっては路線の必要性を明らかにするととも

に，工法，位置，管理等にいっそうの配臘を払っ

ていくことが重要であることはいうまでもない。

5．農山村の生活と居住条件整備の必要性

森林は主として農山村に所在し，林業は主とし

て腱山村住民によって担われている。このような

農山村について一般国民がどのように認識してい

るかを，この調査でみると農山村生活の良い点と

しては「自然に恵まれている.｜「公害が少ない」

「のんびりしている」「新鮮な農作物が入手しや

すい」「人情が厚い」等があげられている。

次に「仮に好きな所に住むとすれば，農山村に

住みたいと思うか」についての調査では，「住み
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3）農村整伽問題懇縦会巾間報告「農村整備のビジョンを求油
て」（51年10月）
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たい｣が33％，「条件が整えば住みたい｣が34％，

｢住みたいとは思わない」が27％となっている。

したがって，条件の有無をさておき，農山村に住

みたいと思う意識は相当に強く，約7割に及んで

いることが注目される。

条件が整えば住みたいとするものの条件は，山

村振興等の調査結果と同様に，「交通・通信施設」

「医療施設」「職場の確保」「教育・文化施設」な

どの順となっている。地域別にみると，住みたい

とするものは山村側に多く，住みたいとは思わな

いとするものは都市側に多く，地域による意識の

差が大きいことがわかる（図・3)。

Ⅲ都市と山村と森林・林業

今回の調査結果を概観して，最も特徴的なこと

は，まず森林・林業に対する都市側住民と山村側

住民の意識の差がきわめて大きいことがあげられ
、■●

る。それは都市と山村の意識のかい難と表現する

こともできよう。森林・林業に関連して，近年世

論をわかせた自然保謹や道路，あるいはカモシカ

やマツクイムシ等の問題についてもこのような側

面が強くみられる。

昭和25年当時，わが国就業者総数の約5割を

占めていた第1次産業就業者比率は，50年には

14％となり，同じく63％を占めていた郡部人口

は24％になるなど，森林・林業をとりまく社会環

境は急変し，図･1で見るように，大都市地域で

は，現在「この近くには森林がない」とするもの

が2～3割にも達するなど，住民の意識差が拡大

する方向で推移してきた。

このような都市，山村住民間の意識差は，今後

の林業経営活動や森林・林業行政を展開するにあ

たって十分な配慮を要する事柄であるとともに，

この差の解消のために適切なPRや施策の推進が

必要と考えられる。

このために，現在不足している都市およびその

周辺の森林の保全・整術にも関係する生活環境保

全林整備事業や都市住民が森林。林業を理解する

契機ともなりうる共同水源林造成特別対策事業

特定分収契約設定促進特別事業等は，この意味で

もきわめて大きな意義をもつものといえよう。

第2には，森林・林業に対する一般国民の関心

と理解についてである。森林の働きや木材の利用

等についてはきわめて関心が高いことがうかがわ

れるが，林業人はこれだけで満足することができ

るだろうか。

今回の調査のなかで，「森林のもっているいろ

いろな役剖を-|一分に発揮させるために，森林の伐

採などを制限する制度（保安林制度など）があ

る」がこの制度を「知っている」とするものが59

筋に対して，「知らない」は41％に及んでいる。

また「わが国で使われている木材のうち半分以上

が外国からの輸入で賄われている」がこのことに

ついて「知っている」とするものが66％に対し

て「知らない」は34％に及んでいる。

これが一般国民の林業の実態についての理解の

程度であるが，林業経営にせよ，林業行政にせよ

今後これらを取り巻く環境はいっそう厳しくなる

ことが予想されるだけに，森林・林業の現状や果

たしている役割，その重要性等について，今後よ

り多くの一般圃民の理解，しかも地域別には多数

を占める都市側の理解をうるためのPRが必要と

考えられる。

第3は腱II1村の生活についてである。仮に住む

とすれば，現在3割のものが農山村を選ぶとして

いるが，条件付で住みたいとするものを含めると

その割合は約7割となる。

この場合の条件としては，交通・通信，医療

職場等があげられているが，森林・林業について

も，農山村の生活および生活基盤となっている林

道および就業磯会,所得機会の場として密接な係

りをもっており，この面からの施策の拡充，強化

がいっそう重要になっているものと考えられる。

（がまいまみつる．林野庁企画課）

新刊わかりやすい林業研究解説シリーズ

マツ属の材線虫病灘''/i"
No.58とその防除（〒実費）
最新の硴究成果をふまえて，マツの枯損のメカニズムと正
しい防除のあり方を平易に解説森本桂・真宮靖治共著
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樹･材種に目が向く

その森林の扱い方いかんが社会経済に大きく影

響するような重要樹種地域について，改めて相応

の取組みをしようという「特定地域森林施業基本

調査」が昭和51年度から動き始めている。そし

てそれは，それぞれの履歴と現況に応じて，地方

色豊かなものとして進められているようである。

木曽ヒノキもその一つ。特異な歴史を背負って

いることから，調査の特色もこのへんにある。だ

が取り組んでみるとこういう地方的特色を持つと

いうことのほかに，もう一つの側面を持っている

のに気付く。それは，この調査が広く樹･材種な

るものに目を向けさせる要素を持っており，施業

計画の組立て方にも大きな影響を与えるのではな

いか，と感じられるということである。

樹｡材種なるものへの関心。美林か特殊優良材
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かとぃう貴重さの観点，減少進度などに応じた貴

亜さの度合，これらによって，ある樹･材種が浮

かび上がる。だが現実には世間の関心は,これだ

けにとどまらない。同時にその周辺の代替材に広

がる。

この調査の内容は，木曽ヒノキ林を保存すべき

度合，材の供給見通しおよび施業のあり方いかん

に集約されるのだが，これらは，関連地元木材業

の継続を前提とする限り，およそその代替となる

樹･材種の内容とその供給見通しいかんと裏腹の

関係に立つ。つまりは今後の生産樹･材種の総体

の問題となってゆく。それに，間伐材，カラマツ

材など，また別の特異な樹･材種の雄産急増が目

の前にある。こうして地域での対応は，木曽ヒノ

キのみにとどまらず，すべてのものの推移に及ば

ざるをえなくなったのである。

おそらく，多くの地域が，程度の差こそあれ樹

・材種別変化に直面し，類似，相応の対応を求め

られているのではないのか。特定森林調査は，貴

重なものへの手当てということを越えて，施業計

画が柵・材種別管理を次第に強め，広げてゆくキ

ッカケとなるように思えるのである。やがてこれ

に，材祁のからんだ伐期齢問題が合流することで

あろう。

日本人は樹･材種を選り好みする傾向が強いと

いう。国産材木材業の喜びも悲しみも，人々の趣
きだれ

向と木種にかかわっている，ともいえよう。木種

が変われば業態も変わらねばならない。天然木は
とうのう

別として，近くの東濃ヒノキ（岐阜県東部の銘柄

材）を例にとっても，同じ人工林柱材で，良いも

のと悪いものとで，およそ50倍の値開きがあるo

まさに趣向の商品というべき。木目，色つや，肌

合いへの郷愁が根強く，これが値開きにつながる

のであろう。樹･材種が変われば商品が変わる。

業態も変わろうというもの。

考えてみると，一定テンポの人工林化の道は，

それに応じたテンポの天然木供給の道でもあっ

た。この供給のテンポ，割合にさほどの変化がな

ければ，総量を知れば経験的に樹・材種別の想定

はつく。だが趣向性の強い樹･材種の供給に陰り
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が見えるとなると’業態賑換への不安などから代

替材を含めて樹・材種別の供給推移の公開が求め

られてくるのは自然であろう。

古い土着の森林計画，たとえば尾張藩林政は，

徹底した樹・材種別管理の林政であったといえる。

貴重な樹･材種の保続を狙う留山，五木制限が，

貴重な鳥獣の調節的保誰を意図する鳥獣保護区，

保護鳥獣捕准制限に酷似しているのも，特定のも

のの保存を図るという共通性に根ざしているから

であろう。

森林法を出発点とする施業計miは，国土保全と

全木材資源保続を背に負ってか，まずは《緑と材

積"○樹｡材種別の管理は必ずしも一義的とはなら

ないようである。盗源不足の国柄では今後とも大

宗はそうであろう｡だが人工林化七合目を迎え，

人々 の好むものがますます少なくなるというころ

合いとなれば'その木をめぐって，樹・材種別管理

を強めてゆくことは避けられまい。日本的現象な

のかもしれない。木曽谷では，これからの生産樹

･材種全体推移の公開を頭におきつつ，中心をな

す木曽ヒノキの調査にとりかかるところとなっ

た。その他の近隣の樹種については，経常の樹立

作業の中で対応するということで。

調査に至るまで

木曽ヒノキは，昭和34年の伊勢湾台風，36年

の第二室戸台風に見舞われ，約130万rn8という，

現在伐採量の約11年分の被害を受けている｡その

ピーク時の伐採量をその後急速には落とせなかっ

たという事梢もあって，数年前から先行き不安が

取沙汰されるに至った。やがて昭和48年夏ごろ，

長野市に本社を置く林業経済新聞社から，木曽ヒ

ノキの行方の公開を求められ，近づく木曽谷編成

の準備たることも手伝って，これに取り組むとこ

ろとなった。およそ2カ月程度の荒い作業ではあ

ったが，資源現況と供給見通しの概要をまとめて

提供し’49年1月号に連戦されるところとなっ

た。これが本年3月樹立の計画の骨子となり，ま
たこのとき問題点と認識しつつも容易に手を下し

えなかった事項が，今回の特定森林調査へつなが

るところとなった。

ところで，そのとき意外に思ったことが，2，

3あった。1つは’木曽ヒノキ林の起源が不明で

あること○2つには，木曽ヒノキという特定の樹

･材種資源の把握が誠に不便であること。つまり，
伐れる資源と伐れない資源とが，どう賦存してい

るか。施業条件がどう変われば，供給はどう推移

するか。こういうことの把握が誠に不便であるこ

と○3つには’古文書記録による林政や施業の歴

史研究と現林分構成をめぐる技術的な調査研究と

が，それぞれ関係なく，別々 に進められてきたこ

とである。樹齢300年の林とあれば，施業経過を

宿しているはず，林相の中に林政史があるはず，

林政と林相の相関がわかれば，施業の選択.比較
に役立つはずである。だがなぜか古い過去の中に

実証を求めようとする取組みの跡は見られない。

それでは’かつてのの択伐，皆伐をめぐる生産性
の是非は，どのようにして判断されたのであろう

か。

これら3つの疑問のうち，第1の点は明日の生

産に直接結びつく問題ではなく，研究手法の発達
につれて，若干の年月をかけて取り組むべき問

題。第2の点は，現行の樹立制度の特性をふまえ

つつ，補充的に樹・材種別管理をとり入れてゆく

という姿勢の問題。対応はやがてできよう。第3

の点は，林業技術の方法論にかかわるもの。概し
ていえようが’あまり股学的手法に頼り過ぎる

と’短期間の不~|~分な調査，分析結果をもとに，
ほかの土地の他の樹種での理論を使って演縄する

ような，危険な推論に陥りやすいもの。林業で

は’永い年月の事実から帰納すべきことをも忘れ
てはなるまい。林政史も古文贄:に留まっていて

は，既往の事実を生かし難い。それを宿す現林分

と結んでみることによって，実証性が商まり，ま

た技術として生かすこともできよう。木曽にはそ

の材料はあるのだが。

こうして，編成時期を迎えたのだが，編成の中

心課題は’いうまでもなく木曽ヒノキの生産漸減

方式と代替材供給の内容。これらをどう決め，ど

う納得を得るかにあった。これに誠に折よく認め



られたのが「特定地域森林施業基本調査」であ

る。方法は地域事情に合わせて考えてよい，とい

う本庁配慮もなされ，「木曽ヒノキ林。成因・経

過・現況総合調査」と銘うった歴史の色濃い調査

が始まるところとなった。

起源と資源

調査事項は，大きく分けると3つになってい

る。第一部は木曽ヒノキ林の起源についてであ

る。後氷期におけるヒノキ侵入を頭にえがきつ

つ，湖成層，湿原などから後氷期の幾つかの時代

の土を採取し，その中から花粉化石と植物遺体を

分離し，花粉化石の形態分析，遺体のカーボン・

ディティング，資料採取地層の層位学的時代判定

などから，木曽ヒノキ林の起源を探れるものであ

る。その時代の植生と古気候も，およそ明らかに

なるという。

木曽ヒノキの最高樹齢は，近年の伐採事例では

802年。こんな木の生い立ちに至るまでの消長を

誰しも知りたいところだが，そこまでは無理な

話。今回は，2万5千年前ころから5千年前ころ

までが対象となる予定。次第に近い時代に向かい

たいところ。この調査は，信州大学理学部地質学

教室にお願いしている。ナウマン象発掘で名高い

野尻湖発掘調査で花粉化石部門のリーダーである

酒井潤一講師が中心となって進められている。

二部は，木曽ヒノキの資源構造についてであ

る。立地条件あるいは法令制限に応じて，施業方

法，供給方式,技術改善方向などを選択してみる
試行錯誤が便利なような整理の仕方で，資源をと

らえる。湿性ポドゾル地帯，御岳上部地帯など六

地帯に区分し，それぞれを施業方法区分ごとに分

ける｡そしてそれぞれについては，総資源一(法

令制限十機能別調査による制限)＝可伐資源｡可伐

資源一(学術参考・将来備蓄などによる自主的伐

採制限十更新技術待ち・当面伐出不採算による伐

採見合せ)＝現実可伐資源。こういう仕分けの流

れで，地帯区分，施業区分ごとに資源整理をす

る。

このうち，更新技術待ちとは，湿性ポドゾル地
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帯に眠る57万m3(うち6割がヒノキ),素材価
で1千億円に近いもの。当面伐出不採算とは，施

業団外にあって，制度上は択伐ならできるが現実
には困難というもの110万m3(うち4割がヒノ

キ)。これを総木曽ヒノキ資源500万In37現実

可伐資源250万nl3という中で考えると，更新，

抜伐り技術開発の必要度がはっきりする。ポドゾ

ル地IHfの更新技術は数年来，京大，信大などの研

究陣の協力により進められているが，広く施業団
外についての抜伐り技術とその適用随囲の問題は

今回の調査で初めて取り上げるところとなった。

こういう資源把握において，施業，供給方式，

技術改善方|句の選択試行錯誤をなるべく具体的に

するためには，御料林時代以降の伐採，造林の場

所的成否の整理と，この間の施業を取りまく林政

経過の整理と力』なされていることが望ましい。前

者は日林協に，後者は東大筒井迪夫助教授に依頼
している。

なお，上記のように把握された資源構造は，区

域ごとの混交分合，林相タイプ区分（次の項参

照）などとともに，図化表示されることになって

いる。

＝つの照合

三部は，木曽ヒノキの生産・施業をめぐる歴史

と現林分樹齢構成とを照合して，施業とその成果

の関係を実証しようというものである。調査の中

心であり，特徴部分でもある。

①尾張藩の林政，伐採・施業などの記録と歴

史，②木曽谷の経済，木にかかわる住民生活な

ど林政をとりまくものの歴史，③現林分の樹齢
構成などからする既往の林相推移の跡づけ－こ

れら三つの面をそれぞれ相互に照合させ，経過の

実証性を高め，この高齢樹種の施業のあり方に役

立てようというものである。こういうことには，

②は迂遠のようにもみえようが，木曽ヒノキの保

存には，中山道宿場経済があずかっていたり，五

木以外のもののみを消費するという生活様式が，

美林づくりに役立っていたと考えられたり，林政

の外周にも手掛かりは多い。林政記録に欠落があ
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る場合に，その周辺から補完を考えることができ

よう。

このいわば三面照合の方法は，3年前，ヒノキ

見通しを急がれ，山と資料を眺めながら首をひね

ったあげくの土着的着想だった。山の記録と樹齢

300年の生き証人の残る木曽谷。こういう調査結

果を生かしうる天然木依存の木曽谷。ここの土に

立てば，自然にこういう考えになるのかもしれな

い。

調査の方法としては，ほかにも様々 あろう。実

験的施業を重ね，これを何年か細かく調査分析

し，これらをまとめて理論化を試みる，というの

が一般的方法かもしれない。だが樹齢300年の木

曽ヒノキである。正確だが短い断面をとらえるよ

りも，諸々 の永い歩みの中から帰納する方法が適

する面も多かろう。

それに，ふるさとの歴史事実と目の前の林の姿

とを結びつけた話は，人々にわかりやすいよう

だ。施業方法いかんが地元への影響が大きいとい

うところに目を向けた特定森林調査である。調査

結果と対応策に格別の世論理解を求めるべきこの

調査である。調査の方法については，この辺をも

考えねばなるまい。

それはともかく，この項の調査のうち，木曽谷

林政史については，徳川林政史研究所長・所三男

氏（文博）,にお願いし，木曽谷林政史に時代区分

を新たに設けたうえ，ヒノキ需要動向，生産規

制，生産樹･材種，生産量，伐採区域，伐出労働

力，作業の仕組みなどについて，変遷をできるだ

け明らかにしようとしている。

林政をとりまくものに関しては，経済構造，労

働人口，集落分布，生活水準，道路関係などの変

遷を，信大教授で経済地理学者の小林寛義氏（理

博）に，木をめぐる民俗，燃料・住居用など木材

消費，木材採取などの変遷を，木曽郷土文化研究

会長，生駒勘七氏に依頼している。

③の林相推移の跡づけ．復元のほうは，伐採

記録の残る場所を中心に，そこにおける伐採時の

樹齢資料，最近の伐採跡地の伐根樹齢調査などに

よって林分の樹齢総成を分析するとともに，この

多事例から林相タイプ区分を行なう。というの

は，木曽ヒノキ天然林の樹齢椛成には，およそ三

つのタイプがあるのだが，これは徳川上期および

下期の伐採に由来している，という見方を前提に

しているからである。こういう樹齢職戒と林相タ

イプ区分の所在関係が縦時の伐採記録と広く適合

すれば，こういう前提は妥当ということにばり，

同時に施業と成果とが関係づけられる，との考え

方に立っている。

こういう考え方は，原田文夫氏（長野営林局計

画課）の数年にわたる樹齢分布の調査と，林政史

記録とを対比させてみると，大筋として妥当する

ように思われるのである。ただ，樹齢撤成が立地

条件により変異があるとすれば，その補正を要す

るし，神宮材や明治末以降の部分的抜伐りによる

樹齢機成変動に補正を要するし，現実には面倒な

操作がいる。いずれにしても，林政史と林分椛

成，双方の研究にも役立つことを期符したい。

この部分の調査は，伐根からの樹齢推定法を含

め，信大教授・菅原聴氏(農博)に依頼し，また最

近のこの種の調査区域については，原田文夫氏が

担当する。

択伐への疑間

ここで，まだ中間の不正確さはあるが，この調

査が現実判断にどう生かされうるか，事例をあげ

てみよう。

木曽ヒノキ施巣は，旧時代の抜伐り，明治末ご

ろからの皆伐，昭和10年からの択伐，29年から

の皆伐，48年（現実にはこれより若干早い）か

らの新施業と，ほぼ20年周期で，皆伐と択伐の

間を往き来した観がある。抜伐り肚論は今なお根

強い。今回の編成は，これに結着をつけるべき契

機を負わされていた。l1lの生き那人は何を語るで

あろうか。

徳川上期，皆伐に近い伐採がなされ，その後保

護されてきた，と推定されるヒノキ林が木曽谷天

然林の代表格。樹齢260～340年のものが林分本

数の80％を占め,ha当たり300*,600m8の

蓄積。樹齢分布は東京タワーのような1山型。も



う一方の代表は，こういう山を徳川下期にもう一

度，大径木（およそ尺3上）と小径木（およそ6

寸下）を残して抜伐りした山。これには，樹齢

260～340年のところと，140～180年のところと，

2カ所に樹齢分布のピークが見られ，本数はそれ

ぞれ200本，50本，蓄積は300m3．以上，いず

れも典型林の具体的事例（概数）である。

全く荒い計算だが，記録と古い伐根を頼りに，

百数~|~年前，現在300本となるべき山の約1/3を

抜伐りしたと考える。そしてその跡に50本が生

育したとする。このときの抜伐りは，150年生く

らいと考えられるから100m3足らず，これをこ

の山の現在蓄積に足して400m8,保謹した山が

600m3,粗雑な計算だが，択伐は大いに疑問とな

る。

御料時代の択伐試験の結果とも対比してみよ

う。大正5年から昭和5年にかけて，ほぼ2回に

分けて約40％と推定される択伐をした区域があ

る。こういう13林分の平均現在蓄蔵は494m3

このとき，弱度択伐の12林分の平均現在蓄職が

708m3．択伐をしなかった4林分の平均現在蓄

積が1,092m3｡これら3グループの原状が不明

であるので疋確な比較はできないが，同じ赤沢国

有林であり，試験的施業としてなされたもの。お

よ長同じ山だったとすれば，上の林政と林相の照

合結果と似た傾|句を示していることになる。

一方，人工林は，150年で600m8を期待しう

る状況にある。昭和10年ころの皆伐による荒廃

跡も見事に回復，成林している。こうしてみる

と，択伐は保全上は好ましいが生産性が余りにも

低い。小面積皆伐方式こそ定着させるべき施業で

ある。木曽ヒノキは，今は木目より，色，つやが

要め，大径材たることが本命の木である。大径材

なら人工林材でよい。

実は，以上のようなことを，この1年来地元関

係者に示してきた。択伐は不適当だということの

ほか，資源現況と将来推移とから10年後の木曽

ヒノキ生産規模は現規模の1/3程度となること，

大径材は，その規模で永久供給体制をとることな

ど。この間，特定森林調査が，新聞各紙に報道さ
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れ,NHKテレビ地方ニュースのトップに出るほ

どの地元関心を呼び，これからの木曽ヒノキの行

方の理解に役立つところとなった。

択伐は，経費はかかるが生長は同じ，と地元の

多くの人々 は信じ込んできた。昭和10年ころの

回帰年30年の考え方，説明が浸透しているので

あろうか。だが，40年以上もたって，いっこう

に回帰の姿は見られないのである。いま木曽ヒノ

キでの択伐への関心は，施業団外の抜伐り，つま

り，回復に何年を要しようと，抜伐りに弊害がな

ければ，利用できるものは利用するという考えに

立った，抜伐りの伐出技術に向けられるところと

なった。かなりの変化といえよう。いずれにして

も以上のような対応は，通常の樹立作業の中では

到底いたしかねる。特定森林調査への期待は大き

い。

おわりに

調査は，51年，52年と2年間続けられる予定

である。部分的には，将来なお続けられるものを

含んでいるので郷土史ブームの中で，地元の話題

ともなってゆくことにあろう。

ところで，調査というものの進め方には，およ

そ2つのやり方があるように思う。公正な第三者

の意見をということで，いわば諮問的に依頼する

ものと，方向はほぼ定めているが専門的には自か

らの手に負いかねるとして専門家に依頼するもの

とがあろう。そして調査の設計プランは，前者で

はこれをおよそ含めて依頼し，後者においてはj

依頼者側が大綱を決めたうえで依頼する，という

ことになろうと思われる。

木曽ヒノキには，長野国有林と木曽谷地元の命

運がかかわっている。木曽谷の人々の心の支えで

もある。調査に至る経過もあり，後者の道を選ぶ

べきが自然の成行きであった。結果として，この

ほうが，調査の進行過程と連動しやすいし，地元

関係を深く保つことができる。ヒノキと直結して
たにあい

きた谷間の暮らし，施業計画は，これにつながら

ねばなるまい。

（こばやしただし・長野営林局経営部長）
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はじめに

本誌の51年10月号(No.415)に，林業試験場の戸

田造林部長の「林業における遺伝資源保全思想の変遷」

という論文が掲戦されている。このなかで「生物の種お

よびその部分築団を遡伝子ブールとして理解し，これを

遺伝資源として保全しようとする老え方は，少なくとも

日本の林業界には現在ほとんど浸透していない」と指悩

されている。「しかし，これに近似する考え方や結果と

して遺伝資源の保全となるような働きかけ」は，これま

でにもあったとし，その主な動きについて述べ，さらに

最近における遺伝子プール保企につながる2，3の事例

を示されている。

筆者の勤務する北海道においては，北海道林木育種場

が主催する「林木育種協議会」という公式の場で，天然

林の遺伝子プール保全の問題が取り上げられ，その方法

論についてもいちおうの案が得られているので，事例の

一つとして紹介しておきたい。

この問題は「遺伝子給源としての天然林の保存」とい

うテーマで,l噌和48年度から50年度までの3回の林木

育種協議会で討議され，またその間の数回にわたる専I咽

部会や小委員会で検討された。林水育種協議会は，道内

5営林局，道林務部，閲立・道立および民間試験研究機

関，大学（北大，東大，京大)，道森遮等の民間団体な

どの10数機関で樅成され，毎年1回冊催して，林木育

種推進上の諸問題を討議している。

なお，テーマの“遮伝子給脈”とはgenepoolの訳

語の一つ（岩波生物学辞典）だが，本文では“遺伝子プ

ール”に統一して記述することにする。遺伝子プールの

概念については，戸田部長の「集団の遺伝的性状」（林

木の育種No.93'75.9),「遡伝から見た天然林」（同

No.97'76．5)によられたい。

問題提起と論議の経過

天然林の遺伝子保存の重要性については，北海道の育

種家たちによって，かねてから唱えられていたところで

あった。（向‘出弘正：｢天然林の過伝子保存について｣北

方休業Vol25-4,'73)。これが検討課題として登場し

てきたのは，47年度協議会の付託を受けて|)M催された

「遺伝子保存林造成事業に関する専FI1部会」(47年12

月）においてである。

遺伝子保存林造成事業は，現在ある優良林分を選定し

て，種子による後継林造成の方法（現地外保全）で，そ

の遺伝子群の保存をはかるというもので，国立林木育種

場によって実施されている。（林野庁長官通達「林木の

優良遺伝子群の保存について」昭和39年11月）

北海道では15樹種（トドマツ，エゾマツ，アカエゾ

マツ，カラマツ，グイマツ，チョウセンカラマツ，ス

ギ，キタゴヨウマッ，シラカンバ，ダケカンバ，ウダイ

カンバ，ケヤマハンノキ，ヤチハンノキ，ドロノキ，チ

ョウセンヤマナラシ）が対象とされ，95林分（後2林分

解除）が選定されている。ここで気がつくことは，対象

樹種は必ずしも主要造林樹蔽ではなく，また広菜樹が多

いことであろう。さらに，95林分のうちスギ,カラマツ

類以外はすべて天然林であり，本州等における実施状況

とはだいぶ趣きを異にしている。

遺伝子保存林造成蛎業は，職英樹群に保有されていな

い優良遺伝子が失われてしまうのを防ぐという観点から

始められたとしても，天然林施業のウエイI､の商い北海

道では，この観点のもつ意味は本州のスギ，ヒノキほど

のものではあるまい。たとえ主要造林樹砿のトドマツに

ついてでも，道内に分布するそれのほとんどが職英樹系

統のものに置きかえられることはまずありえないと思う

からである（拡大造林のかけ声が高かった当時は，その

ような心配もあったかもしれないが)。



北海道では，精英樹以外の遺伝子の喪失というより

は，現在進行中の天然林の伐採によって失われゆく遺伝

子のほうにこそ，育種家たちの関心が強くはらわれてい

たといってよい。北海道における現行の遺伝子保存林造

成事業のすすめ方のなかに，優良林分の遺伝子保存とい

う形をとりながらも，できるだけ多くの遺伝子を残して

いきたいという意図を察することができるのである。

47年度協議会では，「樹種の追加の検討｣瞳立林試・

久保田)，「遺伝子保存の対象林分を優良なものと限る必

要があるのか」（林試北海道支場・鮫島）などの意見が

出されている。樹種をふやし，もっと幅広く一般的な遺

伝子の保存をはかる必要がある，という主張がなされだ

したのである。このようになれば，もはや長官通達にも

とづく現行事業のワク内では処理しきれず，別途に策を

櫛じなければならないであろう。

こうして専門部会では，現行鞭業のすすめ方の検討と

ともに,「もっと本格的な遺伝子保全のI上事を国立育種場

が中心となってやる必要がある｣とされ,さらに小委員会

を設けて険討することになった。なお，現行事業の計画

変更として，カンパ・ハンノキ類などの広葉樹について

は天然林の形で保存(現地保全)をはかることとされた。

小委員会は48年6月に開催された。この主要メンバ

ーは，千葉(王子製紙林木育種研究所長)，鮫島(前出・

育種研究室長)，向出（北海道林木育種場・原種課長)，

畠山（北海道林業試験場・育種科長）らで，この育種家

グループが本間題推進の主導的役割を果たしてゆくこと

となる。筆者（当時・北海道林木育種場長）は，この小

委員会からこの問題にかかわることとなった。

小委員会で検討された原案は，再度専門部会で検討さ

れ，同年9月開催の48年度協議会に林木育種場から前

述のテーマ名で提案された。以後，49,50年度の協議会

などで論議がかわされることになるが，股終的には，50

年度協議会で示された案（後述）にもとづいて，中央

（林野庁）で全国的な観点から検討･されることを要望し

て，一応の区切りをつけることとなった。

中央では，昭和50年7月から10回にわたって開催し

た「林木育種検討会」で，林木育種の今後の課題の一つ

として取り上げ，検討会報告（51年5月）で次のように

述べている。

「遺伝子保存事業については，現行の遺伝子保存林造

成事業の対象を主要造林樹種以外に拡大するとともに，

天然林形態での遺伝子保存を検討する等，その言価的な

拡大を図る必要がある」
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北海道案のあらまし

つぎに，これまでの検討によって得られた北海道案の

内容を50年度協議会資料にもとづいて紹介する。

天然林の遺伝子プール保全区域は，一つの営林署また

は林務署（道有林）の管理面稜の3～5％程度にあたる

小流域とし，これらは立地条件によりほぼ全道的に分布

するように配置する。具体的には全道を14に立地区分

して，国有林，道有林から候補区域として36カ所力選

定され，それらの面積は小さい所で80ha,大きい所で

2,000～3,000haにわたっている。

この一例を示すと，北見営林局・丸瀬布(まるせつぷ）

営林署管内からは84林班から89林班までが選定され，

その区域面積は1,230haoアカエゾマツ，シラカンバ，

ミズナラ，エゾマツ－1､ドマツ，ダゲカンバ林等の天然

林が対象とされている。また区域の83011aが第2種林

地鮠業林)で残り400haが保安林，自然休縫林となっ

ている。

区域内の森林の取扱いは，保安林，国立公園等の制限

林は別とし，第2種林地については，遺伝子プール保全

のたあに必要な管理として次のことをあげている。

天然林施業としては一般に択伐が行なわれているが，

この場合「特定の樹種および特定の形質をもつ個体のね

らい打ち的な伐採はさける。これはたとえ劣悪木の除去

一除間伐であってもさける必要がある。天然林内への植

込みについては，付近の山引き苗の使用が望ましいがそ

れが不可能な場合は区域内の種子による苗木とする」

すなわち,プラス・マイナスいずれの方向にも片寄るよ

うな伐採をしないこと，遺伝子をよそから持ち込まない

ことの二つが施業の基本原則となる。なお次のような場

合にもこの考え方にもとづいて施業されねばならない。

(1)区域内に人工造林地が含まれている場合，この人

工林が伐期に達して更新されるときは，カラマツなどの

導入樹種を採用する。その区域内にも生育している樹種

（トドマツなど）を採用するならば，区域内産の種子に

よる苗木を養成して使用する。

(2)天然林の皆伐は望ましくないが，皆伐して更新を

はかる必要が生じたときは，その天然林の雛成樹種で，

その区域内の種子および苗木を使用する。

(3)特殊な林分として，個体数の少ない樹種で，小面

積の純林を形成するもの，あるいは特殊な形質を示す林

分，特殊な琿境に成立している林分などで，皆伐して更

新をほかる必要が生じたときは，その林分から採種して

人工造林で後継林を造成する。
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論議の焦点

論議の内容については，昭和乳8，49，50各年度の北

海道林木育種協議会記録（北海道林木育種場刊行）にく

わしい。ここでは2，3の論点について述べよう。

＜論点・1＞「北海道には天然林が多く，今後とも

残されてゆくことになっている。特に区域を画して遺伝

子の保存をはかる必要はないのではないか」

この疑問は，49,50両年度の協議会で論議されたが，

森林の適伝子ゾールの概念が十分に理解されていない現

在，たとえ育種関係の林業技術者（育種家ではない）か

ら出されたとしても不恩職ではない。毎回の協議会の司

会をつとめた錐者も「一般的にはそのような疑問もでる

であろう」とし，前述の育種家グループの意見を求めて

いるのでそのうちのいくつかについて要旨を紹介する。

「天然林が残されていくことと，遺伝子プールとして

の天然林を残すこととは相当の差がある。天然林施策で

は良木が先に抜き取られがちで遺伝的には片寄った伐採

がされる。天然更新のために，どんな形質の親木がよい

かということも分っていない面がある。表面的な価値判

断からのみでなく，遺伝的に健康な次の代を育成してい

くために必要な形磁を残すのが遺伝子プールの保全なの

だ」（鮫島-49年協議会。以下49協と略記する）

（参増鮫島：「北海道広葉樹の育種一遺伝子給源に

関連して一」地方林業No.332'76．1)

「天然林施薬のなかには,その林の遺伝子をできるだけ

多く残そうということは採用されていない。植込みの場

合でもその林分の種子からの苗木を使っていない。伐り

方も教科醤的な択伐がされていない。トドマツ天然林の

遺伝的構造が向出さんらの研究で明らかにされつつある

が，このような伐り方だと長いローテーションのなかで

遺伝子が失われてゆくという問題もある。現行の天然林

施業で遺伝子が保持されていくかは疑問だ｣(畠山-49協）

「国有林が天然林を残されることはありがたいことだ

が，残す目的によっては，場所的に遺伝子プール保全区

域と一致しないこともあろう。残すことが経過的なもの

であるとか，更新困難で天然林施業の方が能率的，安全

だという観点のものもあろう。遺伝子プール保全の場合

には，ある地域に成立して健全に育っている林木の集

団，つまりその地域の生態的な生育にもとづいて安定し

ている森林，その遺伝子を残したいということだ。遺伝

子の保全をはかるなら，補植などで他から遺伝子を持ち

込んでもいけない。

天然林として残すという施業と遺伝子プールとして永

続的に生態的遺伝子群を残す施業とが合致するかどう

か。たとえ場所的に共通であっても，施業的には両立し

ない所がある。そうなれば，その場所は改めて遺伝子プ

ール保全区域として別にマークする必要があろう」（千

葉-50協)。（参考千葉：「森林遺伝子資源の保全」北

海道の林木育種Vol.18No.2'762)

北海道には天然林が多いということに関連して，「こ

の問題が木州などのように天然林が少ない地域から，せ

っぱつまった問題として提起されたものなら理解でき

る」という疑問に対して

「せっぱつまったときでは遅い。北海道で低海抜地域

のトドマッ林はほとんど雌<なっている。一昨年，西ド

イツのショーバー博士から低海抜地域のトドマッ種子を

要望されたことがあった。野幌の森林などは平地林とし

ては典型的なものだが，このようなものを残したいとい

うことならば遇癖できるのではないか」（向出-50協）

＜論点・2＞林業経営との調整遺伝子ブール保全

休は，相当面職の区域を画し，そこで必要な管理を行な

うことになるので，木材生産を主目的とする林業経営と

の調整が問題となる。これには区域面積と森林の取扱い

の二つの問題が含まれるが，理想的には，できるだけ面

職を大きくとり，禁伐とすることであろう。禁伐とは自

然の推移にまかせることだが，これによる部分的な森林

の崩壊一巡伝子の喪失の危険性は，面積を大きくするこ

とによってカバーされよう。しかし，このような理想論

は，限られた国土の口本では実行困難なことで，可能性

の範囲をめぐって，論議が引き起こされることとなる。

この論議のうちの一つとして，すでに林業経営との調

整がはかられている区域一学術参考林や自然公園の特別

保謹区域では間に合わないのか，という問題が出されて

いるので，まずこれにふれておこう。

これに対する回答として，前述のように千葉は「場所

的に遺伝子プールの保全目的に一致しないこともあろ

う」と述べているが，さらに具体的には，

「国立公園などは道中央部にほぼ限られ，比較的面積

が小さいこと，保安林なども地域的にかたよる。また施

業を行なわない天然林は更新困難地や高海抜地帯に多

い。これらの森林と遺伝子プール保全林として選定した

候補地と比較した場合，前者は気象的，植生の分布から

みても特定な林分，特定な箇所に限定され，多くの樹種

を対象とした多様な遺伝子の保存は困難と考える」（向

出-50協）

つまり公園区域内などの森林も遺伝子プール保全の目



的にかなうものではあるが，これのみでは不十分で，一

般の施業林も対象とする必要があるというのである。こ

こに林業経営と衝突の問題が生まれている。

遺伝子プール保全区域が設定されるとなれば，国有林

に多く求められることとなるが，国有林側からはつぎの

ような意見が出されている。

「旭川営林局管内では,10,700ha(内第2種林地2,500

ha)程度が候補区域になっているが,管理面積88万ha,

うち80万haが施業林という全休の面積からみると，特

に支障となることはない。しかし，一部については検討

を要する箇所もある」（旭ﾉll局・山水造林課長-50協）

なお，区域面積については,48年度協議会の当初案で

は林業経営との調整をも考慮して,30～100ha程度とし

ていたが，この程度の面積のなかに「広葉樹が何個体入

るのかが問題だと思う。個体数としては数百から千くら

いはほしい」（戸田-48協)などの意見もあって,1,000~

3,000haの流域単位の考え方になるという経緯もある。

施業については，山本造林課長は前述の意見に引きつ

づいて，次のように述べている。

「施業に関しては，区域内に造林地が介在している場

合の更新の問題，天然林の皆伐更新の問題，天然林施業

として択伐木の選定および植込みの問題，特殊林分にお

ける皆伐と後継林分の造成の問題，その他保育に際して

の除間伐の問題など，特別の施業を必要とすることとな

ろうが，現行の経営計画では実施不可能なので，経営計

画の変更を要する」（山本-50協）

「道としては，基本的に遺伝子プール保全の問題につ

いては賛成だ。施業については，植込みを行なっている

場所など若干問題があり，施業要件の検討が必要とな

る」（道有林・岡本-50協）

この二つの意見は，国有林，道有林の林業経営の立場

から述べられたものとして，注目されてよい。

＜論点・3＞「遺伝子プール保全は北海道ばかりで

なく，全国的な問題である」

これは意見として，各年度の協議会を通じてしばしば

出されているので，そのいくつかをあげると，

「森林の遺伝的管理は天然林施業の大きな技術的課題

である。東大北海道演習林内にはすでに保存的な林分が

設定されているが,新たに千数百haの区域を沢から頂上

まで設定して，，遺伝子プールの保全をはかることとして

いる｡そこでは遺伝子を撹乱するような施業はしないし，

生態学的な研究の場にもなる。遺伝子プール保全は人間

の将来を考えれば,大きな課題であり,北海道の次元で決
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定できない問題だと思う。中央において’必要性を認識

されたうえで,世論の支持を取付け,大きなスケールで考

えるべき問題であろう」(前東大演習林長・高橋-49協）

「遺伝子プール保全の必要性は，全国的な規模で考え

ても認識できると思うが，林分の選定，面積，施業方法

などの具体的な検討が必要だ。遺伝子職成をくずさない

で，施業を加えて更新をはかることは大変むずかしいと

思う。専門部会で検討して具体性を持った提案として全

国的に論議されることが望ましい」(林試・勝田-49協）

「遺伝子保存の問題はFAOでも取り上げられ，積極

的に対策がすすめられている。この必要性については，

関係機関にPRし，理解を求め，実現を期す必要があ

る」（林試・三上-50協）

「全国的に共通な樹種については，本道のみでなく，

全国的な立場でこの問題を推進していく必要がある」

（千葉-50協）

論点3の「この問題は全国的なものだ」という主張

は，結局は国の施策として（具体的には森林計画のなか

に位置づける必要があろう）取り上げられることが望ま

しいということである。

おわりに

森林の遺伝資源保全の命題は，従来の林学にはなかっ

たものであるだけに，一般の林業技術者の理解を得るこ

とが重要と思われる。これなくしては，実現への前進は

望めないであろう。私自身，3年間にわたってこの論議

に係わることによって啓発されてきた力:，それだけに，

遺伝資源保全の考え方の普及の必要性を蒲感している。

おわりに，私が北海道林木育種協議会の開会に際して

述べた挨拶を引用して，本稿のむすびとしたい。

「日本の森林資源の良好な管理は，私ども林業関係者

の責務だが，この良好な管理という言葉のなかに，将来

有用な遺伝子を失うことなく，子孫のために残しておく

という意味が，非常に重要なこととしてこめられている

と申し上げたい」（49協）

「森林の遺伝資源の保全については，国際的に検討が

すすめられているが,FAOのこのことに関してのレポ

ートにも，，《一国の森林の遺伝資源の保全のための究極

の責任は，その国の人びと，政府にゆだねられるべきで

ある”と述べている。天然林を多く抱えている北海道の

林業人として，多様性に富む遺伝子を損うことなく後世

に残すべきだという責務を痛感する。非常にむずかしい

問題だが，皆さん方の合意を得て処理したい」(50協）

､（いとうたかし。林業試験場北海道支場育林部長）
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西日本・北陸における

寒さ･雪の害レポート
今冬2月中旬と3月中旬，2波にわたる異状寒波の襲来はとりわけ西日本一帯に少なか

らぬ被害をもたらした。鹿児島，広島，兵庫，石川の4県の被害の報告をいただいたが，

街路樹・緑化樹に多くみられる暖地産樹木の被害が目立っており，降雪によるスギ・ヒノ

キの倒伏・幹折れも報告されている。以下4県の被害概況は．．…
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蕊蕊鴬蕊

’ 前里予巖

'．

2月上旬，「北日本では昨年末から2年越しの

寒波襲来，戦後最大の『38年豪雪』を上回る積雪

．．…･」という報道に相次いで，2月中'旬5日間に

かけて南下した寒気団は，鹿児島地方にも14年

ぶりの大雪をもたらした。

積雪は平野部で20cm,山間部で40cm,最低

気温は鹿児島市周辺で-5.8｡C,大隅半島の一部

では-10.4｡C,県民の足は交通ゼネスト並みの

マヒ状態に陥り，電車，バス等の交通機関は8割

以上が運行不能，マイカーは路面凍結で各所で立

往生という異変,おかげで県下の学校は休校37,

授業打ち切り106，さらに鹿児島市内では凍結に

よる水道管破裂1,140件といったような状況から

も「南国カゴシマは氷づけ」と表現した新聞のト

ップ見出しが文字どおりピッタリであった。

ところが春はもうそこにきているはずなのに，

3月4日になってまたも追い打ちをかけるように

戻り寒波力§「記録的な忘れ大雪」を残して去っ

た。

このような異常寒波は，2月の気温だけからみ

ても，その毎日がいずれも平年を下回っているこ

とでもその厳しさがわかる。

3月も中旬近くなって猛烈寒気団はようやく重

い腰をあげたものの，農作物を中心とした県下の

雪害，寒害は次々に表面化し，開花期にあったビ

ワの被害率（対平年収量）54％をはじめ，ソラマ

Ⅵ

6
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刃 ~

■『

弓■ロ

西鹿児島駅付近ワシントニア（被害小）

メ34％，実エンドウ25％等がその主な被害として

現われた。林業関係については，造林地における

凍害や寒風害がまだ不明で報告できないが，公・

庭園や街路等における緑化樹等の被害状況はおお

むねつぎのとおりである。

鹿児島県では，昭和47年の国体を契機に「太

陽とみどりの国」を旗じるしとして，南国の明る

さと緑を売りものに緑化を進めてきたため，いき

おい道路や公園等の目抜き通りには，カナリーヤ

シ，ワシントニア，ビロー，ソテツのほか海紅

豆，ホルトノキ，クス等亜熱帯に近い植物が比較

的多く植栽されてきた。

したがって，鹿児島市周辺ではクスを除いて，

特に前三者のヤシ類が，葉枯れ状態で大なり小な

りの被害を受けており，頂芽の伸長をまって回復
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するまでにはかなりの時日がかかりそうである。

また，市街地から北東に数km,標高234mの

位置に，8年の歳月と5億数千万円をかけて造成

した31haの県立吉野公園には，約6万9千本の

緑化樹や花木が植栽されているが，このうち100

余本のヤシ類が壊滅的な被害を受けているほか，

ホルトノキが落葉，海紅豆が枝枯れという症状で

被害を受けている。

また，苗圃では露地もののヤマモモ，クス，サ

ルスベリの幼苗をはじめ，宗栂竹，観音竹，ドラ

セナ等の成木が，回復不能といってよい状態で被

害を受け，初夏の緑の鍛観を汚している。ともあ

れ，招かざるI3然のいたずらは県民の忘れ難い記

録となっている。

（まえのいわお・鹿児島県林政課）
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ウダケ，マダケ，ハチク，メダケ等が枯れてい

る。最低気温が-20｡C程度にさがった地域の県

北西部の山県郡および，県北東部の比婆郡で被害

が大であった。モウソウダケは竹の子がでている

が，他はもう少しまたないと判明じない。葉が落

ちて竹幹が上部から枯れ込んでいる。

緑化樹については，常緑樹で暖地産のものが被

害をうけている。県庁構内で被害(-7.5｡C)を

うけたものは，クスノキ，ユーカリ（グロブラ

ス)，ソテツ，カナリーヤシ，ワシンi､ンヤシ等

であり，市中心部より北方15～20kmで被害（-

10｡C)をうけたものは，前記樹種以外にヤマモ

モ，キョウチクI､ウ，フサアカシア，ホルトノ

キ，ナリヒラダケ，スズコナリヒラダケ，クロガ

ネモチなどである。

県北では，キンモクセイ，チャノキなどであ

る。

これら緑化樹の被害程度は一様でないが，枯損

したものは，フサアカシア（径30cm級100本),

ヤマモモ（幼木）である。重症と思えるものは，

ユーカリ（幹萠芽)，スズコナリヒラダケ（竹幹

伐倒，竹の子発生待ち）でヤシ類と続く。クスは

新葉が出て回復している。

果樹類では，瀬戸内海沿岸のみかん・晩柑類の

葉枯れ，枝枯れが3,000haに及び,農作物被害額

’’ 古瀬進

気象概況：今冬2月中旬および3月上旬の異常

低温・大雪による農林業の被害ほ大きく，被害額

21億円余りに達した。当時の気象状況を述べる

と，広島市の年平均気温15｡C,2月の平均最低

気温-0.3｡Cであるが，今回の異常低温は広島市

で-7.5｡Cを記録し，県北の高野町で-26｡Cを

記録（広島市より平均気温6°C低い地域)するな

どいままで記録にないような寒波に見舞われた。

広島市内で最高気温が1日中マイナスを示し吹雪

くなど例のない事ばかりであった。広島地方気象

台は，大雪強風波浪異常低温注意報を2月15～

18日までの4日間連続発令した。積雪量は広島

市内20cm程度，県北で70～130cm程度であっ

た。

被害概況：森林の被害については，スギ，ヒノ

キ，マツ等については大きな被害はみられない。

低温時の降雪は冠雪害はでていない。現在被害報

告がだされているものは，3月2～4日の降雪に

よるスギ，ヒノキの倒伏（1齢級）が県北一帯で

約80ha(倒伏起し費300万円）である。

竹林については，県中部～北部にかけてモウソ
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21億円余りの80％に達している（3月5日現在

広島県農政部調べ)。

そのほかに瀬戸内沿岸地帯の生鮮野菜の凍傷，

鶏のひな死亡などの被害を受けた。

また，県北の小・中学校20数校は大雪強風の

ため休校となるなど，ドライバーも路面凍結のた

め苦心の数日間であった。

（ふるせすすむ・広島県林政課）
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段 林弘一

今年の冬は，例年にない厳しい寒さが続き，都

市およびその周辺で緑化樹に寒害が目立った。そ

こで緑化樹の寒害状況を報告したい。

今冬の兵庫県下での寒害は，おおまかにいって

北緯35度線以南の地域であり，被害樹種はクス

ノキ，ヤマモモ，キョウチクトウ，フサアカシ

ア，メラノキシロンアカシア，ユーカリなどの常

緑樹であり，スギ，ヒノキ，マツ類などは被害を

うけていない。また被害程度をみると，クスノ

キ，キョウチクトウ，フサアカシアなどは葉枯

れ，ユーカリは梢頭部の枯れや小枝の枯れおよび

葉枯れであった。しかしメラノキシロンアカシア

は樹幹の枯れもかなり多かった。

これらの被害を気象的にみると，2月16～19日

に寒波が襲来し，神戸海洋気象台では2月として

は観測開始以来という異常低温となった。各

地の最低気温をみると，和田山の-14.5｡C

クスノキ（約40年生）の被害葉が
ほとんど落葉している

がわずかに枯れた樹種はキョウチクトウ，クスノ

キ，サザンカなどであった。また被害が顕著であ

ったユーカリと被害のあったフサアカシアについ

て詳細に調べた結果は，表のとおりである。グロ

ブラス，ビミナリス,フサアカシアとも南西風を直

接うける場所で被害率が高く，そうでない場所で

は被害率がやや低かった。グロブラスとビミナリ

スを比I陵するとグロブラスが被害率が高かった。

しかしこれらの被害も，5月になると新葉がでは

じめており枯死するまでにはいたっていない。

つぎに六甲山系では海抜約300m以上のところ

ユーカリ，フサアカシアの寒害状況

（神戸製鋼加古川製鉄所グリーンベルト）

を最低に六甲山一13.4｡C,三木-11.5｡C,

山崎-11.1｡C,上群-10.3.C,姫路-7.8

｡C,神戸-6.2°Cなどであり，今冬の寒害

は2月16～19日の寒波によるものと推察され

る。

今冬の寒害状況を神戸製鋼加古川工場のグ

リーンベルトで調査した結果，被害のなかっ

た樹種はマサキ，トベラ，ニグラポプラ，シ

ャリンバイ，ネズミモチ，シダレヤナギ，イ

ヌツゲ，サツキ，ヒマラヤシーダー，カイズ

カイブキ，イヌマキ，クロマッなどであり,葉

被害状況（影）
樹種
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東側は比絞的風をうけないところ

昭和46年に植栽したもので樹高は4～6m



23

で南西面のクスノキに被害が多く，3～4月には

落葉が目立ったが，4月下旬には新葉がではじめ

ていた。

またクスノキの被害は兵庫県下では，内陸部で

顕著であり，神社などでクスノキの大木が3月ご

ろに真っ赤になり人々を心配させているところが

多かった。以上のとおり今年の寒害は，緑化樹に

被害が多かったことから緑化担当者にとって，適

応樹種の選定に当たって耐寒性の項目をさらに重

要視する必要性を痛感している。

（だんばやしひろいち・兵庫県林試）
弱
年
生
林
の
幹
折
れ’
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なって被害を大きくしたものである。

被害の発生は，幹折れ，倒伏とも山の斜面方向

によって異なっており，とくに北斜面の日当たり

の悪い所では被害が大きいようである。幹折れ

は，凹地形の土壌の肥よくな林分密度の高い，上

長成長の旺盛な所ほど大きく，被害林分のほとん

どが形状比80％以上である。また，片枝が原因で

櫛形のバランスを崩し，連鎖的に被害の発生して

いる所が各所にみられた。

倒伏は10～15年生までのものに多く，高い林

齢になるにしたがい，根こそぎとなった傾向があ

る。いずれも土壌の浅い地形の急峻な所に起きて

いる。幼齢林については，品種によって異なって

いるようで，さし木系統が実生系統に比べ根こそ

ぎの倒伏が多いようである。また，積雪量が1.0

m程度の地帯では，枝打ちなどの手入れが行き届

かぬ林分ほど倒伏が多いようにみられた。

戦後植栽した30年生林が大きな被害を被った

原因の一つに，除間伐の遅れがさらに被害を大き

くしたものといえよう。

今後の対策として，適正な枝打ちと早期からの

除間伐の励行，耐雪性品種の植栽等により健全な

林を育成することなどを取り上げるべきだと思わ

れる。

（ふるかわすすむ．石川県林業経営課）

今年の冬は，昭和38年の豪雪以来の降雪で，県

下の林木の被害額は18億円以上になるともいわ

れている。今冬の気象の特徴は，里雪型で雪質が

重かったこと，降雪期間が12月末から3月上旬

にわたったこと。低温が長く続き，雨が降らず，

風が吹かなかったことなどがあげられる。

積雪量は白山l.I"I系を中心とした加賀山間地帯で

2.0～3.5m,里山地帯で1.0～2,0m,能登山間

地帯で1.0～1.5m,丘陵地淵；で0.5～1.0mを記

録し，平年に比べ加賀・能登地区とも1.5～2倍

の降雪となった。また，降雪のピークは4.回あっ

て，1回目は12月27日，2回目は2月4日，3回

目は2月17日，4回目は3月4日で，とくに被害

をもたらしたのは12月27日から1月4日にかけ

ての降雪である。

被害の特徴は，20～40年生の壮齢林の幹折れ

が非常に多いこと。10年生前後の倒伏が著しく，

とくに根こそぎの倒伏が各所でみられること。ま

た昭和38年の豪雪に比べ，積雪戯が少ないにも

かかわらず，被害の発生率が高いことなどであ

る。被害の大きくなった原因は雪質が非常に重か

ったうえに，降雪期が長く断続的に降り続いたた

め，樹冠に付着した雪がほとんど消えることなく

凍結し，また降雪時に風も吹かなかったので，樹

冠に累積して積もり，日増しに雪の加重が大きく

ノ

蕊議議瀞
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このごろ，若い人たちの間に，古いものを

再評価しようという気持ちが強くなっている

ようだ。再評価といっては正しくない。藩

の評価とは全く無関係に，何のこだわりもな

く，古いものを新鮮に感じる，いわば新評価

である。倉敷や高山がラッシュになり，津軽

じょんがらが超満員になるたぐいだが，まず

は結構なことである。

その中のひとつに木彫があって，仏像の彫

り方といった本まで出版されているそうだ。

そういえば先年，欄間の産地として知られる

井波を訪れたとき，のみをふるっているのが

髪を長く垂らした若者ばかりなのに雑いたこ

とがある。以前は後継者の心配をしたが，い

までは弟子入志願が多く，困っているくらい

だ，ときかされて，今昔の感を深くしたもの

である。林業もこうなってくれると有難いの

だが，とつい商売気が頭をもたげてくる。

木彫ことはじめ

さて記録に残る木彫の起源は，西歴で553

年,河内国に漂着した樟木から作った仏像か

らである。そのころ大陸での仏像は，もっぱ

ら金銅仏や石仏であったので，その後，飛鳥

時代の作としていまに残る木仏は，おおむね

線が固く，彫が浅く，金銅仏をまねたものと

されている。さらに白鳳期を経て天平期にい

たる間は，金銅仏や乾漆仏や塑像が全盛で進

んだ技法が輸入され，木は，その鋳造の原型

や木心に使われること力注であったようだ。

天平の末期から平安時代にかけて，木彫仏

は隆昌をきわめる。これはひとつには乾漆の

技法が簡略化され，大部分を木彫で仕上げた

うえに薄く漆布を濡せるようになってきた経

過も一因だが，輸入品であった白樋を彫刻し

たいわゆる櫛像の評価が高まり，特に鑑腫に

従って入国した彫穂師の影響が大きいためと

される。

うつりかわって

平安の400年の間に，剛健の気のあった刀

法は次第に優美に流れるようになってゆく

が，鎌倉時代にいたって，仏教は一般大衆の

中に溶け込んでゆき，運慶，快慶などのいわ

ゆる慶派を例外として仏像も次鮒に芸術品と

しての性格を失なってゆくようになった。室

町，桃山，江戸と時代がかわっても一拝一刀

の宗教的意味が薄らいだ仏像彫刻にはもはや

見るべきものがなくなってきて，かえって肖

像彫刻にはすぐれたものが作られているよう

である。

平安中期に，虹梁，蕊股などにはじめて建

築彫刻があらわれる。このような装飾的彫刻

は時代を経るにしたがって豪壮華美になり，

やがては東照宮の華麗さを経て，やがて彫刻

そのものが建築とも離れて独立してゆくにい

たるが，それに先立って彫刻は大工の手から

宮彫師の手に移っていった。仏師は仏工とな

りさがり，江戸時代には根付師，人形師など

もできて，もつれあって明治にいたるのであ

る。

飛鳥時代の仏像には，もっぱらクスが使わ

れ，天平に入ってヒノキに移ってしまう。ど

ちらも一木造りである。同時に伎楽面はクス

から軽いキリにかわっているのは興味深い。

千葉大の小原教授は仏像について，白械に

かわる国産の香木として用いられたクスが，

心材用の工作し易く狂いにくいヒノキにかわ

り，やがてその素肌の魅力がその後を支配し

たとみておられる。そして，平安朝中期から

一木造りは寄木造りへと変わってゆく。仏像

の様式が安定してきて，分業にも都合がいい
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木割りの法も考えだされたからだ。

平安の初期には，ほかに，センダン，ハリ

ギリ，ケヤキ，サクラ，カエデ，カツラなど

も一時期仏像用材になっている。小原氏は，

これもおそらく広葉樹で作られた渡来仏の影

響で，似た木目の木が用いられたもの，とさ

れている。ここにもまた外国の影瀞が見られ

るわけだ。

木肌の使いわけ

木彫が仏像や建築の装飾だけのものではな

くなり，題材も豊富になって，やがて純粋芸

術に昇華してゆくのは，明治に入って外国と

のつきあいが深くなるにつれてだが，その用

材が作意に従って全く自由に選ばれるように

なるのは，明治も後年にいたってのことで，

明治43年に開かれた日本彫刻会の展覧会に

は，はじめてサクラ，ホオ，ヒノキ，トチ，タ

マグス，カヤ，ハリギリ，エンジュ，カエデ

の9種の樹種が使われたと記録されている。

仏像にはヒノキの糸柾で変化の少ない木地

のおもむきが重用されたが，それなりに欠点

もあった。ヒノキと同様に彫りやすいホオ

が明治まで使われていなかったのは不思議だ

が，おそらく，その陰気な材色が不吉なもの

としてきらわれたからであろう。量感にもい

ささか欠けるところもあったのではあるまい

か。

トチは削るにはよいが，のみでは彫りにく

く，また渋がでるとされたが，波状の紋理を

いかせば面白いものもできる。エンジュはケ

ヤキと同様に大きい導管をもつ戯孔材だが，

散孔性があるためケヤキのように荒っぽく俗

っぽくはみえないところがよしとされる。ま

た，同じ環孔材でもハリギリは，導管状仮導

管が多く，色が白いので，使い方によって

は女人の肌の感触をあらわすのによい。タマ

グスは比較的細かい散孔材なので，サクラの

ように目のつまった材よりは渋味がでるそう

だ。

木はやはり木だ

そのほか，のべたてればきりもないが，い

｣

1

ちいちここにとりあげる紙数もない。しか

し，木材の，木のもっている独特の肌あいを

もっとも大切にいかしてくれる用途は，彫刻

であろうことは明らかである。樹種によって

はもちろん，個体によっても，部位によって

も微妙に違う，いきものとしての木材がそこ

になかったなら，木彫は死んでしまう。工業

製品に期待される性質とは全く逆の《G不ぞろ

い”という性質をいかして使うもの，そのゆ

きつくところは芸術である。

それにしても，長い歴史の中では，この木

彫さえも外国の影響をうけながらそれを消化

してきた。それが日本文化の実態でもあるの

だろう。いま，彫刻の世界では，材料感を意

識的に否定してみることが流行しているよう

だ。木を否定してふたたび木にかえる，そん

なプロセスもわれわれには必要なのかもしれ

ない。
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昭和32年2月，南極大陸に昭和基地が開

設されてから，途中数年間の中断があったと

はいえ，今年で満20年になる。当初は'1名

の隊員が約200mg足らずの建物で生活と研

究をしていたが今では約3,500m3を超す建

物に30名が越冬し観測や研究に従事してい

る。この間，オーロラ,観測施設の拡充も進

み，特に1965年，観測船‘《ふじ''による昭和

基地再開以後の充実ぶりには目覚ましいもの

がある。

とはいえ，最初の第’次越冬隊のころは輸

送量の少なさから，めぼしいオーロラ槻測織

器を昭和埜地に持ち込めず，ただひたすら，

-40～-50度の厳寒の野外に立ち，目視でオ

ーロラを観測せざるをえなかった。厚い手袋

をはめていても，凍りつくような手に鉛筆を

にぎり，ノートにオーロラの形や動きの変化

を克明に記載し，オーロラの性質をみきわめ

る努力を行なった。この労苦の多い観測をさ

さえたものは，恐らく，はじめてみるオーロ

ラの荘厳さと神秘性にうたれ，逆に，その真

檸埜澤弓誌
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南極における”~風ﾗ観測“
オーロラ観測

の姿を知ろうという気持ちにかりたてられた

結果であったであろう。当時の隊員が厳しい

環境下で挙げた観測成果としては,①昭和基

地がほぼオーロラ帯に位置することを多くの

観測データを統計処理して確かめたこと，②

帯状にほぼ東西に伸びているオーロラの向き

が，夕方，真夜中，朝方と時間が進むにつれ

て変化すること，③オーロラの激しい活動が

起こる前には，オーロラが高緯度から低緯度

側へと移動すること，などの事実を指摘した

ことである。これらのことは後年，多くの研

究者により言及され，確かめられた事実であ

るが，口木の研究者が初めて《‘オーロラに挑

んで”洲べあげた事実として意義深い。

第2次隊は残念ながら越冬できず，オーロ

ラの本格観測は第3次越冬隊（昭和34～35

年）により行なわれた。このとき，昭和基地

に持ち込まれた観測機器としては，全天のオ

ーロラを写真撮影するオールスカイ・カメラ

観測器，オーロラにはどのような色（波長）

の光が存在するかを調べるための分光測光

器，また，オーロラ光の変化を電気信号に変

換し記録する光電測光器などで，ほぼオーロ

ラ観測に必要な基本的機器は設憧されたこと

となる。この期間はオーロラ活動の股も大き

な時期にあたり，観測は糖力的に行なわれた

が，厳寒地での観測に経験の乏しかった日本

の研究者にとっては予期せぬことが次々と起

こってきた。低温のためカメラのシャッター

がおりなかったり，観測器の駆動部の歯車が

低温のためもろくなり欠けてしまったり，ま

た，凍りつく霜が観測をさまたげたりした。

それをさまざまな工夫で解決し，観測を継続

させるには思わぬ苦労があった。しかし，こ

れらの努力により観測は順淵に行なわれ，そ

の結果，それまで，ほぼ独立した現象として

扱われていた地磁気の変動，電離脳の変化な

どはオーロラ光の強さの変化と見覗な相関が

あることをつきとめている。これは，それら

各々のものが，互いに相関し合いながら，

"オーロラ現象"という一つの物理現象を作り

出していることをはっきりと示したもので，
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その意義は高く評価されている。

第4次隊以後は第3次隊の経験を踏まえて

年ごとに観測機器に改良が加えられ，整備さ

れた。そして，オーロラ観測が飛躍的に充実

されたのは，昭和基地が数年の閉鎖ののち再

開された第7次隊（昭和40～41年）以後の

ことである。まず第7次隊では，多色式光電

測光器によりオーロラの様々な光の変動が観

測され，第8次隊では地磁気子午線掃天光砿

測光器が設置され，空間的なオーロラの連動

の精密な測定が行なわれた。さらに，第9次

隊では高分解能分光測光器によりオーロラ光

のスペクトル測定が実施された。これらの槻

測の積上げのうえに，世界に先駆け行なわれ

顕著な成果を挙げたのが第11次隊による陽子

および電子によるオーロラ観測であった。

オーロラは前回に述べたように，太陽から

飛来する荷電粒子が地球に向かって侵入し，

地球の上層大気を刺激して発光させる現象で

ある。この荷電粒子は陽子と電子より織成さ

れている。したがって，オーロラには陽子に

一

唾

よって発光するオーロラと電子によるオーロ

ラの2種顔あり，それぞれ光の波長（色）が

異なっている。第11次隊では新たに，陽子

オーロラを測定する新方式の装置を開発・製

作し，両者の同時観測を可能にし，その多大

な観測資料を取得した。その結果，光が強く

観測しやすい電子オーロラの資料に，はじめ

て，陽子オーロラという新しい情報を加え，

従来のオーロラの生起磯櫛に関する理論に大

きな進歩をもたらしている。

オーロラの源は太陽にあり，その振る舞い

を演出する機織は地球をとりまく磁気圏の中

にあり，発光職は地上ほぼ100kmの電離層

領域であり，また，一つの観測点からでは全

てを見通すことが不可能なほどの広聴囲にお

よぶ3次元的な現象である。したがって，オ

ーロラ現象をよりはっきりとした形で観測す

るためには地上からの観測ばかりでなく，ど

うしても，飛しよう体を利用しての観測を実

施する必要がある。この観点から計画された

のが，現在南極で実施されつつあるオーロラ ’
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うこ皀然との鍵涛
朧霊…？銅

国立極地研究所

助教授

ひらさわたけお

平沢威男

総合観測（第17～19次・昭和50～54年）で

ある。この観測は従来育てあげられてきた昭

和基地の地上・ロケット・大気球観測に加え

て，新たに，人工衛星データ受信装置の設置

と昭和基地を中心として観測点網（無人観測

施設を含む）をはりめぐらすことにより，オ

ーロラ現象の立体的観測を目指しているもの

である。第17次隊では，すでに前後4回に

わたって，この立体同時観測に成功してお

り，第18次，第19次隊でも12機のロケッ

i､を使用しての観測が計画されている。この

観測を通じて得られる観測資料は，オーロラ

現象解明に役立つ，はかりしれない新しい情

報を提供してくれるものと期待される。

南極におけるオーロラ観測は，昭和基地が

オーロラ帯に位置するという有利な条件をい

かすべく，今後も，日本の南極観測事業の一

つの大きな柱として，また，一つの大きな特

色として発展していくことであろう。（完）

q上・隊員を楽しませてくれるアザラシの親子
下・氷海に侵入した観測船“ふじ，，
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■独立したPNG■っていたピジソ・イングリッシュ（英，独，メラネシア

パプア・ニューギニア(PNGと以下略称する）は長の混成語）をとりあげその普及に努力している。

年の植民地や委任統治時代を経て，1975年9月に独立現地人の社会はワントク社会（ひとつの言葉をつかう

したばかりの新興の国である。仲間の意）とよばれる強く結合した部族社会であって，

わが国でのPNGに対する認識は東南アジアなどの諸都市の成功者の所にはおなじ部族の多くの居候があつま

国に比べてかなり低いのが現状で，第二次世界大獅寺代ってくるが，逆に失業しても部落にかえれば生活できる

の知識や，石器時代から抜けだしたばかりの原始社会，など一種の相互扶助の磯能をもっている。こうした自給

極楽鳥や熱帯蝶の舞い飛ぶ原生林といったイメージばか自足経済から発達した伝統的社会も，貨弊経済の侵透と

りが強く残されているようである。現実のPNGはもち都市生活の発展によって今後急速に変化せざるをえない

ろん開発が十分に進んでおらず，国土の大半に原始的自だろうが，あまりにも急激な変化はこれからのPNGの

国の安定した発展に新た

な問題を生み出しつつあ

る。

また特異な土地所有制

度も開発にとって大きい

問題となっている。PN

Gではこれまで英国流の

政策からか，土地制度に

はほとんどノータッチで

あったので現在でも伝統

的な形態である。ほとん

どの土地は部族の共有地

で，個人所有が明確でな

い。土地の使用には全員

の了解を必要とし，賃

借，売買は原住民間およ

び政府との間に限定さ

れ，近代的な制度になじ

まない。大規模の開発事

然と社会を残す国ではあ

るが，独立国として巣立

った新しい活力をもって

各方面にわたって建設的

な開発を進めている剛で

もある。

PNGはわが国のほぼ

真南，赤道から南緯12°

の熱帯圏に位髄する。世

界で2番目に大きいとい

うニューギニア島の東半

分（西半分はインドネシ

アの西イリアン）とニュ

ーブリテン，ブーゲンピ

ルなどの島々からなって

いる。

日本の1．3倍の国土に

わずか250万の人口であ

り，開発途上国で一般に

みられる人口圧はないが，みられる人口圧はないが，やはり人口は都市に集中しつ業ではこの点がもっとも厄介な問題となることが多い。

つある。現地人はネグロイド，メラネシァンなどが混じ■森林開発の現状■

り合っているが,毛髪がみごとにちぢれており東南アジPNGでは国土の85%が森林で約4,000万haに達す

ア諸民族とはたいへんちがった印象をうける。移住者とる。果てしない漉い緑のジュウタンを切り開くように，

してオーストラリア人など白人がまだ多く，経済的にも都市や町が，そして紅茶やコーヒー，ココヤシなどのプ

行政的にも力をもつ。現地人の能力と勤労意欲は一般にランテーションや牧畜用地が団状に開発されている。中

はまだ低いといわざるをえないが，政府では教育の普及央高地や海岸部の一部では農業開発も比較的進みつつあ

と就業機会の拡大に力を注ぐとともに現地人化のゆきするが，東南アジアの諸国に比べまだまだ未開発の段階で

ぎをおさえて必要な白人の残留をはかっている。ある。森林の大敵である移動焼畑はそれほど広くはない

現地人は約700の部族に分かれ，言語も500種ともいようである。

われ，国の統一という基本についても困難な問題をかか開発の対象と考えられる森林は約1/3程度と推定さ

えている。言葉は共通語としてニューギニア地域で広まれ，おもに1,000m以下の低地降雨林と1,000～3,000
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mの山地林の一部が対象となる。これらの森林には東南

アジアの降雨林でおもな利用対象となったフタバガキ科

の樹種が少なく，また針葉樹もアローカリアが山地林の

一部にあるにすぎない。現在収椣され市場価値を有する

樹種は約50種程度あげられるが，今後はまだ十分な利

用がされぬ樹種の有効な利用法の開発が重要であり，そ

の研究も進みつつある。

PNGの森林開発はまだ緒についたばかりであり，低

地林では利用適樹種が少ないこと，山地林では搬出の便

が悪いことなどから大規棋な伐採利用がさまたげられて

圭
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▲きたが，独立後は開発の

テンポも早まっている。

1973/74年では1,089

¥m8が生殴され，その

6割は輸出されているが

そのほとんどが口水向け

である。チップ製材，合

板などの木材加工も日本

企業などとの合弁によっ

て活発化しつつある。銅

鉱石，コーヒー，コプラ，

ココアについで木材は5

番目の輸出産品であり，

今後とも森林はPNGの

重要資源としで国家的な

マ
ウ
ン
ト
・
ハ
ー
ゲ
ン
シ
ョ
ウ

各
部
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
民
俗
衣
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を
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ぐ

開発の対象であり,PNGと日本とのパイプはますますを求めている。国際協力事業団でもそのひとつであるマ

太くなってゆくであろう。ダン地域の森林造成事業についてその計画調査を実行し

PNGの林業行政は独立前後より急速に整備されつつている｡PNGでの人工造林臆まだ新しく約14千ha程

ある。森林は第1次産業省の中の林野庁に所管され，5度しか造林地はない。このうち1万haは中央高地での

営林局,12営林署が地方にあって実務を進めている。他針葉樹（アローカリア，マツ）造林であり30年生の造林

の国々とちがって国有林は約100千haと極めて少なく地もできている。

林野庁のおもな業務は，土地所有者からの立木権の買上熱帯低地での広葉樹造林は試植林程度であるが，ニュ

げとこれの企業への販売およびそれらのための諸洲査で一ブリテン島北部には造林地がややまとまっており，マ

あって，直接的な森林経営や造林事業はごく少ない。ダンでも試植林がふえている。これらの結果から有望な

■最近の動向■低地向け樹種として，ユーカリの一種のカマレレ，クー

政府は年々増加する森林開発にともなって，自国の資ミナリアなどがあがっている。造林技術も小規棋な造林

源を永続的に維持するため，さらに地域住民の経済的向に対しては一応確立しているが，今後は大規模な造成に

上のための地域開発の一環として森林の開発造成をはか対応した技術の体系化が必要となるであろう。

ることを政策の中心においている。このためパイロット巣立ったばかりのPNG国が，国際社会の荒波をどの

的にいくつかの地域における森林造成事業を進めることように乗り切ってゆくか，一種の期待と不安のまじった

に力をそそぎ，関連企業の協力，さらにわが国にも協力心持ちで見守っている。（林業試験場造林科長）
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林業経営計画に対するリ

スク・プログラミングの

応用

農林省・林試黒川泰亨

日本林学会誌59－3

1977年3月P､80～88

林業生産活動は超長期に及ぶの

で，生産に対する自然力の支配が他

の生産活動に比較して，きわめて大

きい。したがって，林業経営に対し

ては，かかる自然条件やそれのもつ

林業生産活動への影響あるいは林産

物価格などを将来にわたって予測す

ることの困難性からくる不確実性と

経営の能率性とを同時に考臘した計

画法が求められるとして，ここにひ

とつの方法を提示したものである。

林業経営計画は長期計画と短期計

画とに区分されるが，ここでは前者

を対象としている。そこで，二つの

リスク・プログラミングの方法を援

用して計画モデルを定式化し，最適

林業経営計画の設計を行なったもの

である。

以下，林業経営におけるリスク・

プログラミングの意義，リスク・プ

ログラミングに関する予附的考察，

林業経営計画への応用，結果と考察

に分けて述べられている。このモデ

ルは，たんに特定の問題に関する最

適解を与えるだけでなく，与件変化

によるシミュレーションを通じてく

り返し思考実験を行なうことがで

き，林業経営者に多くの情報を提供

できるとしている。

h

間伐材の材質の特徴とそ

の利用

農林省・林試中野達夫ほか

木材工業No.361

1977年4月p.3～8

間伐が進まないことが林野行政上

の問題になっているが，かつては，

間伐木の用途は多岐にわたり，利用

量も多かったが，これらの多くの分

野で非木質系の原材料にとってかわ

れたり，外材の競合にさらされたり

して，需要量が著しく減少している

のが現状である。

このような間伐問題を解決するた

めには行政施策が必要であることは

いうまでもないが，それと同時に，

木材資源の有効利用の見地に立っ

て，間伐材の利用開発をはかること

も必要である。

間伐材の利用開発に際し，その甚

本となる材質，径級，曲りなどにつ

いて，間伐材の材質試験の結果か

ら，以下間伐材の材質の特徴，間伐

材の利用，に大きく分けて解説して

いる。

建築内装材に発生するカ

ビと防止法

東京家政大神野節子

木材工業No.362

1977年5月p.3～8

一般に，建築内装材にカビの発生

する季節は梅雨期より冬期であり，

密閉した浴室，暖房機のある室内は

高温多湿となり，しかも内外気温の

差が著しいので蒸気が結露してカビ

発生の起因となっている。

同一･建物の中では，1階がカビや

すく，日照りのよい南側より北側

に，発生しやすい。

数年来，わが国の建築内装材に発

生するカビの分布，種類，由来，栄

養源など増殖に影響をおよぼす物理

的，化学的因子について調べ，カビ

を防止するための方策について検討

してきたとして，以下，わが国の建

築内装材に発生する主なカビ，内装

材汚染カビの由来，内装材に発生す

るカビの増殖に影響を及ぼす因子，

カビの防止法，に分けて解説してい

る。

防火剤および防火材料

農林省・林試阿部寛

木材保存No.6

1977年2月p.18～31

昭和44年建設省告示の防火材料

に発煙性の規定がつくられ,51年8

月にはさらに有害ガス試験が加えら

れるなど，火災による煙・有毒ガス

の発生が大きな問題になっている。

そこで，木質材料を難燃化するた

めに必要な薬剤について紹介し，つ

いで木質材料に対する単一薬剤の燃

焼性・発煙性におよぼす効果，各種

の防火材料の性能について述べられ

ている。なお，今回制定されたガス

有害試験による木質材料の試験結果

が紹介されている。



新宿のボーリング・コア

による花粉分析と古気候

の推定

日大理工守屋喜久夫

森林立地18－2

1977年2月p.8～24

東京副都心三井ビルの36mの裁

一リング・コア試料の花粉分析の研

究から寒冷気候を示す植物集団の花

粉が検出されたが，これらは晩氷期

の江古田針葉樹化石脳よりもさらに

寒冷気候を示し，本州でこのような

寒冷を示した花粉分析の発表ははじ

めてだとしている。

これらの寒冷系の植生を現在に求

めると，中部山岳の1,800～2,500

m，平地では知床半島，カラフト，

千島列島，アラスカ南部にあたると

のことである。この花粉分析とアラ

スカの表面試料の花粉分析の比較に

よって植生の再現を試み，古筑候を

推定しているが，最終氷期以前にも

山麓氷河が存在したことが確証され

たとしている。

北海道における東霜害，

寒風害の実態とその対策

（1）

佐々木準長

樹氷27－2

1977年3月p.77|～99

苗畑の東霜害に対しては古くから

注意して，その対策がとられている

が，造林地の被害に対しては比較的

関心が薄く，いまもって防除策の根

拠が十分でないとして，凍濡害につ

いては広く全道のトドマッ造林地等

を踏査研究し，また試験地も設定し

て調査し，寒風害については顕著な

寒風害造林地を調査した。

ここには，これらの長年にわたる

調査と試験の結果にもとづき，まず

第一編として，晩霜害の実態を微細

地形と特異な地形とに分けて解析

し，ついで寒風害と微細地形，過去

において問題となったl､ンネル造林

の幣害やアカエゾマツ造林の問題

点，カラマツ特にパイロットフォレ

ストについて，論及している。東霜

害および寒風害の保護対策は，第二

編として次号で述べられることにな

っている。

チシマザサの開花・結実

・枯死とネズミ

林試・北海道支場前田満

さっぼろ林友No.188

1977年3月P.43～54

50年の夏に，石狩地域のササ42

万haのうち5万haが枯れたが，

2万haはチシマザサの開花・結実

によるものであった。このササの実

はha当たり1～51､ン落下したこ

とになり，ネズミの食物としてどん

な影響をもたらすかについて試験を

行ない，その結果を報告している。

以下，“鼠禍"の歴史，チシマザサ

の開花・結実の状況，ササの結実量

とネズミ数の関係，ネズミの食性型

と"食物連鎖"，ネズミの食物として

のササの実，《《ネズミの大発生"につ

いての考察，に分けて述べられてい

る。

回転リフチングライン受

器の考案

三殿営林署原勲ほか

機械化林業No.281

1977年4月p.33～37

事業地の奥地移行に伴い，架線も

長スパン化し吊金具を使用する尾根

越集材が増大するなかで，リフチン

グラインの垂下部分の尾根の岩石な

31

どによる摩擦や，ホールラインとの

接触摩耗等を防止してゆくために

は，現行器具以上に精度の高い器具

の考案が急務であるとして’この回

転式リフチングライン受器を開発し

たものである。

以下，木機の概要と作動，構造，

使用結果，本装置の利点，問題点，

今後の課題，について述べられてい

る。

カラマツの造林技術（1）

－技術体系の問題

長野営林局原田文夫

長野林友No.2

1977年3月p.9～15

体系的視点に立ち,各種造林作業

相互の関連性，省力と作業効果，本

数密度管理等について検討し，カラ

マツ造林技術の体系化を図ろうとす

る研究報告である。

本号では，本数密度管理と育林技

術体系（育林の目的，単木成長と林

分成長量，カラマツ林分の本数密度

と問題点，カラマツ材の利用と造

林，本数密度管理の問題点，密度管

理の方式)，木数密度のコントロー

ル（林木の生長と占有面識本数密

度管理，間伐）について述べられて

いる。

特集・林業機械の振動防止

林業機械化協会

機械化林業No.280

1977年3月

林業機械の振動障害と振動防止に

ついて，全編にわたって特集を行な

っている。

○武藤博忠：森林と水の関係につ

いて

林経協月報No.187

1977年4月p.2～7
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第五次治山事業

5カ年計画の概要
農林鶉

森林は，国民生活に欠くことので

きない木材を供給するばかりでな

く，国土保全，水資源のかん漣，自

然環境の保全・形成など様々な機能

を有しています。

ところが，わが国の森林は国土の

70％を占めていますが，その大部

分は山厩部にあり，姻杉が急峻で地

質的にも弱く，そのうえ，世界的に

も多雨地帯にあって毎年のように梅

雨期の集中蕊雨や，夏から秋にかけ

ての台風などに襲われ，林地の荒廃

ばかりでなく，人命・公共施設・住

居・田畑等にもはかりしれない被害

を出しています。

特に近年，国土の商密度な利用に

より，山地・山麓地帯の開発が進

み，山崩れ・土石流・地すべり等に

よる災害が多発し，その規椣も大型

化しています。

最近の実例をみても，昭和48年

の台風6号および7．8月豪雨によ

る災害，昭和49年の台風8号，14

号～18号等による災害，昭和50年

の梅雨前線による集中豪雨および台

風5．6号の災害，昭和51年にも

梅雨IW線による豪雨や台風17号の

災害というように，毎年，山地に起

因する災害が発生しています。

また，都市化の進展や生活水準の

向上等により水需要の増大が著し

く，北九州，瀬戸内海沿岸，東海・

関東地方を中心に水不足が一段と深

刻化しています。

国土庁の試算によりますと，昭和

60年には全国で年間40～60"m8

もの水が不足するといわれており，

特に生活用水の需要の伸びが大きい

表林地開発許可制度の運用状況 (単位：件,ha)

申諦受理申諦取下げ許

件数|面談件藪｢両~蚕羽ﾃ霞’
総数!焼)(蹄;）
開熟瀦（18)（”）
造成56379
発住宅用地等(108)(1,676)
の造成1541，774

行レジャー施(140)(7,518)
為設等の設置2137，380
股用地の（“)（215）
の造成6463,300

目土石の採掘（蕊)(!,蕊）
的道路の新設(o)(0)
または改築1558

その他（2::)（認）

381594461,66912,4134417,674

12784419318205

508121271,453851"185

543,4681726,1311275,299

482516042"90840356

208638"91,026125405

11816636

819826568640188

資料：林野庁業務統計

注:灘零駕数値は50年度であり，（〉ば49年度からの繰り越しのもので

林地開発許可制度 |統詳《逗諄.る:頁…

一子一画4－■■ー＝矛一

と見込まれていますので，国民生活

に与える影瀞は極めて大きいと考え

られます。

近年，都市における自然灘境の悪

化により，都市周辺の大気浄化，騒

音防止対策の充実や，自然景観の観

賞，レクリエーションの場所等の設

置を望む声が一段と高まっていま
す。

第五次治山5カ年計画は，①山地

災害の多発②水需給の行き詰まり，

③生活環境の悪化に対処して治山事

業を推進し，安全で住みよい国土を

速やかに実現するたM)の昭和52年

度から昭和56年度までの5カ年計
画です。

この計画は昭和65年度を目標と

する治山事業長期椛想によって立て

られた治山施設の整備目標のうち緊

急に実施する必要のあるものを計画

することにしています。

5カ年計画の基本方針は，

①山地災害の多発に対処するた

一無秩序な林地開発への規制一

昭和40年代後半からゴルフ場，

宅地造成等の用地として無秩序かつ

大規模な開発が普通林地を対象とし

て行なわれ，これらの開発に起因し

て土砂の流出，崩壊による被害や水

源の減退，環境の悪化等の問題が生

じた。こうしたことから林地の乱開

発を防止し，森林の適正な利用を確

保するため改正｢森林法｣が49年10

月に施行され，地域森林計画の対象

となっている私有林および公有林に

林地開発許可制度が導入された。

この制度の運用状況をみると，50

年度の申請件数は1,910件，開発対

象面稜では15,009haとなってお

り，このうち，1,669件，而職では



め，山地の保全を充実強化し，災害

の防止に努める。このため，予防治

山事業，復旧治lll事業，地すべり防

止蛎業の拡充のほか，治山激甚災害

対紫特別緊急!j難や防災林造成事業

などを職種的に惟進する。

②水資源の不足に対処するため，

水源かん難保安林等の改良整備を拡

充強化し，森林の水源かん養機能の

向上を図る。

③都市の生活環境の悪化に対処す

るため，生活環境保全林整備事業を

拡充し，森林による生活環境の向上

を図る。

④そのほか，治山事業の効率的な

実施を図るための治山事業調査や民

有林直轄治山事業の推進を図ること

などです。

これらの基本方針に基づいて立て

られた5カ年計画の投資規模は，1

兆300億円となっています。

12,413haが許可されている。これ

を開発目的別にみると，許可件数は

農用地の造成が全体の36％，土石

の採掘が27％，レジャー施設等の

設置が10影等となっており，許可

面積では，レジ.ヤー施設の設置が

49％と域も多く，次いで農用地の

造成が23％等となっている。許可

件数のうち大半は，洪水調節池，え

ん堤等の増設や森林残置率の増加を

行なうよう措置するなど国土保全，

環境保全等の面から開発計画に修正

が加えられたうえ許可されている。

また，開発許可制度の対象外とな

っている国有林においても，この制

度に準じた|卿発行為の適正化が図ら

れている。
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＝

＝
＝＝

臺潔境庁は,環境行政の最大のを科学的に再検しようとするも三
三熊点といわれるNO2(二酸化のです｡もっとも同庁の真意三
＝ ＝

三窒染）の現行環境基準を，再検は，現行基準の期限内達成（53菫
呂＝ ＝

三討することを考えていました年3月まで，東京・大阪等大都臺
呂＝ ＝二

書が,このほど中央公害審議会にIITでは56年)が,ほとんど実曼
二＝ ＝

三 対して「NO3の健康溌響に関＝塊不可能に近いのでその期限の三
三

薑する判定条件等」について諮問＝延長と，中間目標値の設定にあ三
＝ ＝こ

る ようです。＝薑をし，この判定条件を新たな環 三

量難"の謹震の"こしようゞ窒‘鰹蝋駕撫!､琴薑しています。＝

量わが国のNO2の環境基準素脱硝装置はまだ研究段階にある臺
言は，世界一厳しいといわれてい に過ぎず，その信頼性が確認で三

言ます｡たとえば,］日平均値の酸きていないという点です｡これ言
＝ 旨二

言雛鰯鰯雪芝‘ｼ化鰯鰯隙柵鼈
言クリアでは0.10,東ドイツ物や実用段階に達したとみ癒して言

います。この脱硝技術の現段階三

言，"γ麹，"""と‘ー規"綱"…論議､""誉三た具合です。

誠慰蝿蝋制‘蝋議懸患騨譲"琴
三礫被害の実態を前提として決め 設伽に対する排出基準の強化は三
畠＝ 目＝

雌しいとされています。すでに言
冒二

三 られた基準と連って,NO2の＝
目＝ ﾆｰ

ﾆ避準は,公害の未然防止という‘各種ボイラーにはSO2を防止言
三

三観点から決められたものである三する排煙脱硫装悩が強制的に取三
三

三ために，客観的データーが不一|‐＝り付けられており，新たに脱硝三
＝ ニー

装慨やその付属装置を設置する三
＝

三分であるとされ，規制をうける
＝ 三

三鉄鋼･電力･石油化学などの業界＝場所もなく，重複投資を強いる三

言は｢科学的に不確かなものに対ことは雌理なようです｡規制強臺
化の重点は，新設のボイラ一・三量して,膨大な防止設備を強いる三
加熱炉などにどの程度の脱硝装菫

＝目

三 のは行き過ぎ」として反発して＝
＝ ＝

三おり，ここ数年来環境庁との間 腫の導入を義務づけるかにある三
＝＝ ＝

よ うです。＝
＝

三でNO2論争が続いているので
=＝

これまでに性急な規制強化を三
＝

三す。
三

三
三しかし，48年8月に現行基 I割ったために強い反発をうけ，三
三

＝

結局燃料経換で対処できる程度三三準が設定されて以来,NO2の＝
g＝ ：＝

三影響に関する動物実験や疫学デの規制でお茶をにごされた例も三
三 ＝：

三一ターが相次いで公表されていあり，環境行政の正念場ともい三
＝

三

三ます｡今回の中公審に対する諮うべき局面にきているのです。三
＝ 三

三問は，これらを検討して基準値三
三
＝＝
＝ ィ:＝

:＝

現代用語ノート葺
＝
＝

＝＝

三
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林業に関する単行本を大別す

ると，実務書，理論書，評論書

とすることができよ.う。ところ

で，ここに紹介する東大助教授

筒井池夫氏の編著「社会開発と

林業財政」は上記の分獺では明

らかにらち外にあるといえる。

番名を見ただけでも従来の木に

なかった斬新なものを感じさせ

られる。結論からさきにいえ

ば，この本は実務書では対象に

されない理論的分野を取り扱

い，逆に，理論書では踏み込め

なかった実務段階の諸問題を掌

'l･1に収めているという点で極め

て特徴的であり，理論と実務の

分岐点に立てられた個性的な指

導標といえるであろう。

目次をみてみよう。

筒井氏執筆による「はしが

き｣に続いて第一章は｢社会開発

政策の進展と林業財政」（筒井

氏執箪)，第二章「戦後林業財

政の特徴」（民有林については

竹中識，国有林については角舘

盛雄の両氏執筆)，第三章「林

業財政借濯の推移と現状」（造

林事業に対する財政措置につい

ては谷口純平，林道事業は堀健

治，治山事業は長谷川尭，民有

林に対する財政措置は小沢普

照，林業改善資金および林業税

制は海谷俊彦の諸氏執筆)，第

四章「林業制度金融の推移と現

状」（林業の制度金融について

は櫛浦史朗，農林漁業金融公庫

の融費制度は塚田俊雄，農林漁

業金融公庫の造林資金は井上静

男，農林漁業金融公庫の林道資

金は植浦史朗の諸氏執筆）第五

章「造林助成と環境保全費用分

担の理論的検討」（造林助成の

必要性については永田信，環境

Z珊詫研

筒井迪夫編著

社
会
開
発
と
林
業
財
政

(×30）アカマツKP

短冊に切った紙の両端をつまんで引っ張

ると二つに切れる。その切断部分を拡大し

たのがA図であるが，繊維は切れることな

く，大部分ほぐれている。またスパン距離

をゼロにして引っ張ると,B図のように，

大部分の繊維は切断する。したがって引張

応力はAよりBが常に大きい。紙は繊維の

不均一性構造体であるから，繊維の性質お

よび配列に支配され，紙力に及ぼす因子と

して，繊維の強さ・長さ・絡み合い・繊維

紙
の
切
断

外層の変化・紙の圧縮度・均一性および非

繊維物質の存在があげられる。Aの場合は

特に絡み合い面職と状態が大きな凶子とな

る。これらはまた，繊維に作用する収縮・

圧縮性または柔軟性によって決まり，叩解

によりこの性質は非常に促進される。

セルロース繊維間の結合力は水分子を媒

体として論じられる。親水性の高いパルプ

は強い紙をつくる。ヘミセルロースによる

繊維の可塑化も影響が大きい。これらの理

屈はBの場合にも当てはまる。セルロース

繊維の構成単位であるミクロフィブリルの

ずれ，さらに微小なセルロース分子鎖が非

結晶領域でずれると考えられる。要する

に，木材からつくられた紙が切れるという

ことは，その構成単位体がずれて二分する

ことなのである。

（林試宇佐見国典氏提供）

小
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保全のための費用分担は熊崎実の

両氏執繁）そして，筒井氏が「あ

とがき」を執錐している。

この目次樅成の示すように，社

会開発の進展するなかで造林・林

道・治山の公共1蝶の3本の柱が

具体的にどのような制度に裏打ち

され，国家財政，膿林財政のなか

でどのような位撒を占､め，さら

に，それらの推移，柵造がどのよ

うな意義を有するかを述べてい

る。本瞥を貫く「思想」である社

会開発については，「工業中心の

『経済開発政策』から農山村民の

経済の1m上を含む全国民の生活環

境の快適さを目的とする『社会開

発政箪」(SocialDevelopment

Policy)が亜点として指向されて

いる」とされ，それを林業政策の

面におきかえてみると環境資源と

しての森林の機能の増大となる。

これを当今用いられている森林の

多角的利用という言葉と等置して

よいかどうかはわからないが，筒

井氏は「森林を蝶介とした『地域

文化の創造』」という美しい言葉

で説明をしているので，木普の

「思想」の到迷点もこの言葉を手

がかりとして求めるべきであろ

う。

本書のあとがきにもあるよう

に，細密な財政分析を通じてひと

つの方|則を提示するといった種類

の休業関係僻は現在，本書以外に

は見当たらない。この意味で本書

は，実務家に対しては真しに自分

の仕覗の見直しを迫るであろう

し，研究者等に対してはより具体

的な現状認識の必要性を求めるで

あろう。

広範囲の林業関係者に勧めたい

普物である。

（林野庁企画課坂本一敏）

酷－，－－‐●■口＝凸三一~皐里－－－

Ir言雇珊

立木に関する法律

ここのところ「立木に関する法

律」をみるため林野小六法を開いて

みたが，「立木に関する法律」は掲

載されていなかった。以前にはあっ

たと思いながら，六法全書で調べる

と，古い法律で明治42年の法律第

22号となっている。

この「立木に関する法律」は立木

をその生立している土地と切りはな

して，立木それ胤体を独立した不動

産とみなすことを規定したものとい

ってよい。これによって，立木の状

態で売買がされたり，担保に入れた

りされており，このことにわれわれ

は，日常，いずれも疑問をいだかな

いのではないかと思う。

ところが，海外における造林が若

干行なわれるようになってきて，そ

の造林の規模が大きくなり，それに

つれて投費額が増大してくると造林

木に対する樅利（立木権）が確保さ

れるかどうかが|測心班となうてく

る。

海外での造林といっても，土地の

私有化が進んでいる先進園，中進国

の場合は用地のI勝入または借地によ

って所有権が確保されうるので立木

権の問題もおこらないが，これが開

；発途上国の場合は土地の所有形態が

国有・公有（とくに部族有）が主体

で，これに入会樅がからんでいる場

！合が多い。

日本側からは分収造林方式または

借地造林が提案されても，人工造林

の例がほとんどなく，さらに他人の

土地に木を植えるということが発想

にないから，分収造|氷は理解されず

に，そうかといって借地しても所有

権どころか立木権すら認められない

ケースもある。実際には，造林者に

対して優先伐採朧が与えられて立木

権の確保におきかえられている。

人工造林が一般的になってくれば

立木権が法体系上も認められるよう

になるのかも知れないが，われわれ

にはごく当然のごとく思われた立木

権が，土地に生立する樹木は全て土

地の所有者に帰する，これは造林木

でも同じであるという原則の前でふ

らふらしている。

しかし，開発途上国も立木権につ

いて理解できないのではなく，たと

えば国有地に対し，外国の資本で大

面積に造林がされ，しかも，造林木

の全部または一部が外国に帰属する

ということにあれば，森林はその刷

民のた泌にあるとする理念にひっか

かってもこようし，賛源保有国とし

てそこまでゆずる必要はないと考え

ているのかもしれない。

いずれにしろ，立木権が鮒発途上

国でもみとめられるかどうかは人工

造林の進展とにわとりと卵の関係に

あるといえよう。(K.O)

この欄は糊築蕊風が担当しています

１
■

ｌ
■
ｆ
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広葉樹加工材の旋削技術に関する

研究

高見勇

シイタケウイルス病防除に関する

研究

森寛一

原木煮沸液の処理対策技術に関す

る研究

原口隆英

圖 而隔廟
※ニニに紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。
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(F)農業動物における特異蛋白質

産生の補綴とその発現に関する

研究

家畜衛生試験場ほか

野菜花きウイルス病に対する育種

的防除に関する研究

野菜試験場ほか

（別枠研究）

害虫の総合的防除法に関する研究

側立林試・典戦試験場ほか

股林漁業における環境保全的技術

に関する総合研究

国血林試・農業技術研究所ほか

膿林水産廃蕊物の活用による飼料

等の側発にI閲する研究

国立林拭・畜産試験場ほか

農林水産技術会議事務局

昭和50年度農林水産業特

別試験研究費補助金による

試験研究結果概要害

昭和52年1月

うるしの縦塘・採取等の技術的変

巡に関する研究

伊藤清三ほか

除草剤の作用特性検定方法の簡易

化に関する研究

中山治彦

熱帯樹林地の|馴窪に伴う生態系の

変化に関する研究

丸杉孝之助

酸紫・アルカリ法による残廃材の

I断度利用に関する研究

幡克己

樹皮・撫擬材料の複合加圧成型技

術に閲する研究

南享二

農林水産技術会議事務局

昭和50年度特別研究・別

枠研究成果の概要

昭和51年10月

（特別研究）

マツ類材線虫の防除に関する研究

国立林試・千葉県林試・

和歌山県林試・鹿児島県林試

枠組壁工法のための建築用木材の

強度等級区分法確立に関する研究

国立林試・北海道林産試験場・

富山県木材試験場

永年生木本作物の有用生殖質の長

期保存と利用に関する研究

国立林試・国立果樹試験場ほか

植物寄生性マイコプラズマ様微生

物の培謎と病原性の解lﾘlに関する研

究

腱業技術研究所・

植物ウイルス研究所ほか

ライブサイエンスに関する研究

(A)高等植物における単細胞培養

に関する研究

腿業技術研究所ほか

IB)昆虫ホルモンの化学術造と作

用機作に関する研究

蚕糸試験場ほか

(C)植物プロトプラストのウイル

ス感染に関する研究

植物ウイルス研究所ほか

（助植物の光呼吸系の解明に関す

る研究

農業技術研究所ほか

(Ij組織培養法による昆虫の生理

的制御犠椛の解明に関する研究

農業技術研究所ほか

新潟県林業試験場研究報告

第20号昭和52年3月

豪多雪地帯の造林技術（Ⅳ）一幼

齢期の施肥枝打ちと生長，雪害一

野表・松田・中沢

緑化樹木病害虫などの緑地形態別

砿類とその分布に関する調査

山崎秀一

環境保全体の造成に関する試験一

植栽木の生育状況一

清水・篠田・大上

マツ類地方品種造林試験(1)

-15年生までの生長特性－

本間英樹

新潟県における林業用刈払機のか

勘実態と問題点

阿部英雄

積雪地帯の造林技術に関す

る文献目録（第2集）

林業試験場東北支場

昭和52年3月

第1集は昭和40年刊行され，そ

の後の約10年間の雪と林業に関す

る多数の研究成果がこの第2集に集

録されている。文献は「雪の基礎的

部門及びその他雪関係一般」「なだ

れ・ふぶき．防雪林・防雪工法｣｢積

雪地帯の造林技術」「雪と病害」の

4項目に大別され，それぞれにおけ

る研究動向もおりこまれている。
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日本林業技術協会第32回通常総会報告

昭和52年5月26口（木）午後1時より，農林年金会館(港区芝西久,保巴町）1階ホールにおいて開催，

会員7,893名（内委任状提出者7,713名）が出席して盛大に行なわれた。

福森理事長の挨拶に続いて，林野庁長官藍原義邦（代理業務部長秋山智災)，林業試験場長上村武，

林業団体代表柴、栄の各氏の祝辞のあと，第23回林業技術賞，第10回林業技術奨励賞，第23回林業技

術コンテストの各受賞者の表彰を行ない，総会議事にはいった。

議長に鈴木照郎氏を選び下記議案について審議し，それぞれ原案のとおり承認可決された。議事終了

後，参議院議員片山正英氏の祝辞のあと林業科学技術振興所の藤岡光長賞の表彰を行ない，映画「よみが

える大地一パイロットフォレスト」（第15回産業映画大賞受賞）を上映して，午後4時30分閉会した。

第32回通常総会決議公告

昭和52年5月26日開催の本会第32回通常総会において次のとおり決議され

たので，会員各位に公告します。

昭和52年5月26日

社団法人日本林業技術協会

理事長福森友久

昭和51年度業務報告ならびに収支決算報告の件

原案どおり承認可決

昭和52年度事業計画ならびに収支予算および会班改定の･M

原案どおり承認可決（会費改定額別掲のとおり）

昭和52年度借入金の限度額の件

原案どおり承認可決

専務理事選任ならびに顧問推せんの件

小畠常務理事を専務理事に承認可決

小田前専務理事を顧問に推せん可決

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

I昭和51年度業務報告

昭和51年度は，一般財政の引締め，物価上昇などの悪条fl:下にあって，事業実行には少なからぬ苦心

を要したが，会員はじめ，関係各方面の深いご理解とご支援によって，事業計画の遂行は概ね目標を達成

することができた。事業実行ならびに収支決算等の報告は次のとおりである。

なお，運転資金については借入金限度額220,000,000円の範囲内で運営することができた。

1．会員の状況（昭和52.3.31現在）

林野庁支部

森林開発公団支部

営林局支部

都道府県支部

大学支部

本部直結分会

個人会員

特別会員（叩）

（乙）

名捗会員

外閥会員

1,084名

183

44

7

31

195名

219

4,955

5,878

1｡454(内学生1,187)
270

合
１
１

荘
》
、 14,320(昨年同期14,288)
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2．会員への迩元

（1）会誌「林業技術」の配布（5）支部交付金（会蛮の10％）

（2）林業手帳の配布（6）支部連合大会補助金

（3）ファイル，バッチの配布（7）支部活動補助金

（4）出版物の会員割引

3．支部連合大会に次のとおり本会役員が出席した。

東北・奥羽支部述合大会（秋田市。51.8.24）小田専務理禰

関西・四阿〃（大津市。51.10.19）小KLI専務蝿堺

九州〃（宮崎市。51.10.29）吉岡理事

北海逆〃（帯広市。51.10.27）梶III理事

中部〃（高山市。51.10.3）小畠常務理事

4．総会

第31回通常総会を昭和51年5月28日，腱林年金会館において開催した。

5．理事会・常務理事会を次のとおり開催した。

理事会（51.5.28)，常務理事会（51.5.7,7.29.10.27,52.1.26）

6．賎関誌の発行

「林業技術」の編集にあたっては，社会の要請に対処する林業技術の解説を中心に，自然科学や海外

林業の紹介，会員相互の研さんなどの記事の充実に努力した。（発行部数No.409～420184,000部）
7．技術奨励

（1）例年どおり，林業技術賞，林業技術奨励賞，林業技術コンテスト，森林・林業写真コンクール，山

火事予知ポスターの標語および図案の審査をし表彰を行なった。

（2）支部主催の研究発表会に本部より副賞ならびに記念品を剛呈するとともに，本部役員も出席した。

（3）林木育種協会との共催で，昭和51年度林木育聴研究発表会（昭和51年11月18日）を行なった。

8．部分林，分収林の袴理

第二部分林（所在地湯河原）のつる切り・除伐を行なった。

9．調査研究ならびにコンサルタント業務

本会事業の重点事項として，その充実をはかり，とくに環境アセスメントの分野については，先駆的
役割を果たし各方面の要望にこたえた。

昭和51年度の実績は次のとおりである。

なお，林業技術の的確な実施と中高年齢林業技術者の活用を目的とした「特定森林技術者登録制度」
について調査検討を行ない，林野庁長官あて意見を具申した。

（1）森林評価体系確立調査（林野庁）

（2）特定林業技術者の資格制度についての調査会

（3）カモシカ被害防止対策調査（林野庁）

（4）複層広葉樹林改良技術調査（林野庁）

（5）森林の風致的施業の評価および類型化に関する調森（林野庁）

（6）造林地災害対策調査（林野庁）

（7）石狩川源流森林総合調査（旭川営林局）

（8）那須総合森林レクリエーションエリヤ整備事業藤礎調査（前橋営林局）

（9）カモシカ生息環境調査（長野営林局）
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カモシカ被害防止対策調査（名古屋営林局）

奥鬼怒地域の森林整備に関する調査（前橋営林局）

徳lIlダム残存山林対策調査（水資源開発公団）

味噌川ダム環境調査（同上）

矢作ダム周辺植生調査（中部地方建設局）

川治ダム原石1II客土土壌調査（関東地方建設局）

川治ダム原石搬出路修景計画（同上）

高瀬川流域森林の特別調査（長野県大町市）

北1ll村観光開発計画診断（和歌山県北山村）

森林総合利用促進事業診断（秋田県山本町，秋田県南外村，栃木県茂木町，石川県加役市，福井県

上中町，岐阜県国府町，徳島県日和佐町，福島県会津若松市）

赤外線カラー写真による松くい虫被害調査（林野庁）

マルチスペクトル空中写真による森林活力澗査（林野庁，福井県）

林業椛造改善事業の投資効果と施業のあり方に関する調査研究（林野庁）

仁淀川流域土砂災害対策調査（林野庁）

里l11地域開発保全計画調査（林野庁）

山地地域稚備計画調査（林野庁）

地上スペクI､ル調査（林業試験場）

根釧地方における防風保安林の機能調査（帯広営林局）

赤外カラー空中写真撮影および林分活力調査（札I幌営林局）

固定成長愚試験地データーの機械集計（北見営林局）

ヒバ林施業に関する研究調査（函館営林局）

空中写真利用による森林調査（秋田営林局）

ヤクスギ資源量基礎調査（赤外カラー写真による）（熊本営林局）

千頭団地国有林伐採方法区分調査（東京営林局）

天然スギ実態調査（名古屋営林局）

保安林整怖基本調査（名古屋，大阪，前橘，熊本営林局）

空中写真利用による治山調査（旭川，函館，青森，長野，高知，熊本，大阪局，常山県，京都府）

生活環境保全林整備事業計画調査（岩手，；偏烏，茨城，三重，兵庫，岡山，宮|崎県，熱海市）

保全計画調査（北海道，島根県）

林道予定路線の選定と環境アセスメント（林道全体計画調査および測量設計）（新潟，群馬，富山，

岩手，福井，長野，三重，埼玉，兵庫，和歌III,山口，長崎鹿児島県）

森林の機能別調査（福島，宮崎県）

航測による天然林の生産力に関する研究（北海道庁）

空中写真による森林情報管理に関する調査研究（滑手県）

カラー写真の林業への利用検討（鳥取県）

空中写真利用による写真林分材積表作成（愛媛県）

航測による森林緑地の地形分類図作成（福岡県）

立山植生活力度調査（富山県）

土地利用現況等基礎調査（国土庁）
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㈱土地利用現況等基礎調査集計分析等調査（国土庁）

㈱住宅団地の環境保全林の成績ならびに土壌改良成果調査（日本緑化センター）

剛樹木活力調査（日本重化学工業K.K.)

61）苗木分光反射試験調査（日本緑化センター）

剛柏崎，刈羽地点の飛砂調査（東京電力K.K.)

側発電所建設に伴う残土処理調査（四国電力K.K.)

側）特定地域森林施薬基本調査（青森のヒパ）（青森営林局）
〃 （木曽ヒノキ，資源調査）（長野営林局）

（〃，流通調査）（名古屋営林局）〃

〃 （屋久スギ）（熊本営林局）

価）苗場自然休燕林施設計画調査（湯沢町（新潟県)）

（50富士山砂防樹林帯計画調査（砂防地すべり技術センター）

刷南羊蹄地区における土地利用保全計画調査（北海道開発局）

美幌地区〃（〃）

10．技術指導および研修等への講師派遣

林業知識の普及と技術の向上に資するため，松川・坂口顧問をはじめ本会役・職員を林野庁，林業講
習所その他に講師として派遣した。（21件）

11．国際協力の一環として次の事業を行なった。

（1）台湾へのスギ種(1,200kg)の輸出

（2）ブラジル，フィジー，インドネシアにおける森林造成事業基礎調査

（3）パプアニューギニア（マダン)，フィリピン（パンタバンガン)，インドネシア（中部スラウェシ州
および中部ジャワ州）における各種航測事業

（4）海外における林業開発現地従業者リーダ養成コース研修としてインドネシア（2名)，パプアニュ
ーギニア（1名）の研修を行なった。

12．航測検査業務は次のとおりであった。

3,006,400ha"""f'""I">WT340,875ha空中写真撮影糖度分析3,006,400ha340,875ha

空中三角測量〃2,769モデル正射写真図〃118,164〃
13．航測事業

撮影事業は減少したが，反面マルチスペク|､ルバンド写真，赤外カラー写真による樹木活力調査，マ

ックイムシの被害調査および自然環境アセスメントのための撮影が増加し，これからの方向を示唆して

いるものと考えられる。また，測量，調査については，治I｣I関係，環境アセスメント関係ならびに海外
協力関係事業が増加した。

航測研究は前年度に引き続いてマルチスペクトルバンド写真，赤外カラー写真による映像解析技術の
改善をすすめ，その基礎データーの整備をはかるとともにこれら写翼の現像，焼付ならびに色合成など
の写真技術の向_kを図った･

事業の実縦はつぎのとおりである。

搬影320,000ha保全計而調査22,000ha

地形図作成145,724〃生活環境保全林整附計画調査2,757〃

地貌図作成10,373〃保安林施業要件整術調査96,299〃
写真図作成50,000〃林道調査286knl
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森林調査22,850ha特殊調査16件

治山調査31,200〃

空中写真の複製は，つぎのとおりの実績であった。

大伸ポジフイルム9,512枚3,824枚

密着86,843〃縮小3,939〃

全紙伸75,098〃その他16,029〃
14．主な航測用機器

航空カメラ(RMKA),マルチバンドカメラ，マルチカラー合成ピュアー，デジタルカラー（フォス

タック1000)，偏歪修正瀧，プラニマート，ケルシュプロッター，トポカルトオルソプロジェクター，

航空カメラ用フィルムマガジン，密着プリンター，写真乾燥機，引伸機，分光反射率計

15．図書出版

0.D.Cによる林業・林産関係国内文献分類目録('75年版),林業技術史第2巻（全5巻完結),山

林の評価く理論と応用＞，枝打ちとその考え方，マツ属の材線虫病とその防除，林業柿助金の実務，森

林組合必携，その他，森林航測(No.112～115),林業手帳，林業ノート，山火事防止ポスターを例年
どおり出版した。

16．映画製作

「よみがえる大地一パイロットフォレスト」帯広営林局監修（16ミリ．カラー3巻）

「チェインソーそのリモコン化への歩み」林野庁監修（16ミリ．カラー2巻）

「水のふるさと」林野庁監修（16ミリ．カラー2巻）

なお，「よみがえる大地一パイロットフォレスI､」は第15回日本産業映画コンクールにおいて「産業

映画大賞」を受微した。

17．物品販売

デンドロメーター，実体鏡，点格子板等の測定機器類，図面保管庫，興林靴，気象観測機類および本

会製作の映画プリント等の販売を行なった。

本年度，林業技術賞・同努力賞，林業技術奨励賞ならびに林業技術コンテストおよび藤岡光

長賞・同奨励賞の各受賞者は次のとおり決定，表彰式は第32回総会朧上で行なわれました。

第23回林業技術賞熊本営林局人吉営林署井上重徳
「アカマツ苗のマツ葉ふるい病防除」

＜林業技術協会賞＞
岩手県林業試験場作山健

「今後における間伐施業のあり方」
「リモコンチェインソーの開発」

長野営林局上松営林署
東京営林局谷田部英雄

今井豊・神村泉・笹川英一
同努力賞

「簡易索張方式の考案について」
「雪起し器」広島県（自営）船田秋三

長野営林局薮原営林署古幡明

第10回林業技術奨励賞「ピニルテープ巻きによるツガカレハの防除」
「群状保残木施業」北海道庁北見林務署

厚岸林務署天然林施業グループ広野秀夫・古本忠・清水繭勲
「択伐作業における集材方式の開発について」

第23回林業技術コンテスト入賞者
東京営林局千頭営林署石井敏男・小野沢義正

く林野庁長官衝＞
「除草剤散布機の考案」 第16回藤岡光長賞および奨励賞
函館営林局桧山営林署飯谷陽一・佐々木貞栄「林業用2サイクルガソリンエンジンの騒音に関す
「今式ブロックによるダブルハイリード式の開発にる研究」（藤岡光長賞）
ついて」東京農工大学大里正一
青森営林局金木営林署盛欣信・今幸守「大日山県営林におけるスギ肥培試験」（奨励賞）

「手鋸のアサリ出し機の考案について」静岡県林試伊藤守夫・農林省林試堀田庸
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昭和51年度収支決算報告書

自昭和51年4月1日
至昭和52年3月31日（1）損益計算書
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昭和52年3月31日環在（2）貸借対照表
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（4）剰余金処分

1．繰越剰余金

2．当期剰余金

計

之を次の通り処分する。

1．繰越剰余金

30,72],260円

1,620,288円

32,341,548円

32,341,548円

上記社団法人日本林業技術協会の昭和51年度業務報告，収支決算報告（損益計算書，貸借対照表，財

産目録）について監査の結果，すべて適法かつ正確であることを認めます。

監事五十嵐英一

監萌：新庄稔

Ⅱ昭和52年度事業計画

事業方針

世界を覆うスタグフレーションと資源・経済をめぐる複雑な国際関係の中にあって，わが国は，人口の

増大，資源の制約，国民の価値観の多様化などにより，政治。経済・産業など社会のあらゆる分野におい

て従来路線の再検討を厳しく迫られるという多難時代を迎えようとしているが，森林・林業をめぐる環境

条件もまた極めて厳しいものがある。このような中で国内的・国|際的な諸情勢の推移に適切に対処しつ

つ，林業の発展を期するためには森林のもつ多角的機能の発揮の基となる林業技術の開発・改良・普及が

今後の大きな課題である。

また科学技術の今後の方向が，物理学・化学と生態学の組合せ，エコノミーとエコロジーのバランスに

あり，それが21世紀の人類の発展の基礎といわれているとき，その重要な一角を担うわれわれ林業技術
者の責務は極めて大きいものがある。

混沌たる内外情勢と世界的不況下のなかにあって，わが国産業の前途はまことにきびしいものといわざ

るをえない。しかも世情は森林の多面的機能の高揚にたいして，ますますその期待感を高めつつある。

けだし国民の幸福と繁栄のために，豊かにして美しい緑の国土を造成し，林業の振興と国土の保全に尽

すことこそ，われわれ林業技術者に課せられた社会的責務である。今やわれわれ林業技術者は，国際的展

望のもとにいっそう団結を強め，わが国，森林，林業の発展のために全力を傾注すべきときである。

この意味で本会は，会員の職能活動に資することを目途として，事業の展開を企図するものである。

よって，昭和52年度事業は，前年に引きつづき，公益事業を中心とする下記事項に重点を指向するも

のとする。

（1）組織活動の強化と機関誌の充実

（2）調査研究ならびにコンサルタント業務の拡充

（3）航測技術の向上と新技術の開発ならびに利用分野の肱大

（4）海外への技術協力

また，財政基盤を安定し，公益事業に寄与するために，航測事業をはじめとする収益事業を積極的に推
進するものとする。
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昭和52年度予算書
一一

収 入

項目

35,,調円|会蝋収入1－5藏再

支 出
目項 目

一一一一宇円
48,990会誌発行賢

交付金

補助金

技術奨励費

|"，"繍蕊
’’4,8m|航測検査費
''2,8701出版費I
〃Ⅱ

図書購入費

広告募集費

物品製作費

映画製作費

複写費

517,900撮影徴

測量費

調査費

誌計薔震誌
60,880草津寮徴

部分林費

設備，備品徴

建築費返済

予備費

千円
35,890

8,020

1,310

8,770

会費収入 還元饗

－－
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０
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９
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３
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航測検査収入|'7,00｡|航測検査収入
一般事業収入119,050出腕Ⅸ入I

〃 Ⅱ

図瞥販売収入

広告収入

物品販売収入

映画収入

複写収入

航測事業収入565,000撮影収入

測通収入

調査収入

写真収入

|航測検査収入’航測検査収入
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国際事業収入国際事業収入

その他収入

55,000

8,180 １
１

草津寮収入

会館収入

受取利息

雑収入

－

955,1601 ’ ｜’計計 955，160955,160

Ⅲ借入金の限度額の件

昭和51年度の事業運営の結果にかんがみ，昭和52年度の借入金の限度額は，予算規模および本会事業

の特性ならびに経済界の状況等を勘案して前年度同様220,000,000円とすることに承認をえた。

Ⅳ専務理事選任ならびに顧問推せんの件
別掲（第4号議案の項）のとおり。
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|協会溺鴬う雷了き1

◎会議

1．昭和52年度第1回常務理事会

つぎのとおり開催した。

日時昭和52年5月10日正午よ

り

場所本会会議室

出席者福森，小畠，堀，塩島，篠

崎，園井，高見，梶山，丸

山，吉岡，島（顧問）松

川，坂口，計13名

福森理事長より挨拶ののち第32

回通常総会提出議案について協議し

た

2．昭和52年度第2回理蕊会をつ

ぎのとおり開催した。

日時昭和52年5月26日10時

～正午

場所農林年金会館1階104号室

出席者21名，委任状7名，計28

名，（顧問)松川，坂口，蓑

輪，（監事）五十嵐，新庄

福森理事長より挨拶ののち小畠常

務理事より総会提出議案について説

明。五十嵐監事より昭和51年度決

猟に対する会計監査の結果について

適法かつ正確である旨の報告があり

正午閉会した。

3．節32回通常総会

5月26日（木）午後1時より農

林年金会館1階ホールにおいて，別

掲のとおり盛大に開催された。

4．支部幹事会

5月27日（金）午前10時より本

会会議室において開悩。本会の運営

について協議した。林野庁支部1

名，林業試験場支部1名，営林局支

部9名，都道府県支部19名，農大

支部1名，本部より福森理事長外役

職員14名計，45名出席。

’紳事会終了後引続いて懇親会を開

催し午後2時散会した。

◎指導奨励事業

1．林業技術コンテストをつぎのと

おり開催した。

日時昭和52年5月25日（水）

9時30～15時30分

発表件数16件発表者26名（含

共同発表）

発表会終了後本会製作映画を上映

した。入賞者は別掲のとおり，なお

コンテスト参加者および希望者によ

り26日総会終了後はとバスにより

都内見学を実施した。

2．昭和52年6月6日鳥取県中部

総合事務所会議室において，同県第

5回造林コンクールの表彰式が行な

われ，本会より小畠専務理事が出席

し，間伐の部の最優秀者に対し，賞

状および賞品を贈呈した。

◎講師派遣

東京農工大学農学部長より，本会

の指導部主任研究員柳沢聡雄に対し

非常勤講師として，「林学特論のI」

の科目について委嘱を受けたので，

昭和52年6月1日～10月15日ま

で派遣することにした。

◎視察研修者の来訪

林道アセスメンI､の研修につい

て，台湾省政府よりつぎの3名が来

訪し調査部長梶山正之が識師として

研修を実施した。

台北県係長李清富氏，屏東県

課長謝周氏，雲林県技師黄

束炎氏

。職員の海外出張

1．インドネシア・プカロンガン地

区航空写真による調査のため，常務

理事堀正之（5/28～6/6）および課

長代理小原忠夫・望月潔（5/28～7/

16）が出張した。

2．フィジーにおける林業開発予備

調査のため技術開発部長代理渡辺宏

が5月30日～6月14日まで州張。

◎会費改定について

別掲のとおり，第32回通常総会

において，昭和52年度会費はつぎ

のとおり改定されました。諸物価高

騰の社会情勢下において，何かとご

迷惑のかかることと存じますが，ご

了承のうえ，円滑なる会務の運営を

図るためにご協力下さるようお願い

申し上げます。

正会員2,500円

学生会員1,800

特別会員(甲）60,000

〃（乙)6,000

外国会員3,70O

なお，会誌定価は6月号より1冊

300円（〒35円）となります。

◎映画

帯広営林局企画・当協会製作の映

画「よみがえる大地一パイロットフ

ォレスト」が第15回日本産業映画

コンクール（日本産業映画協会主

催，文部省・通産省・毎日新聞社後

援）において，『日本産業映画大賞』

の最高賞を受賞，6月8日，毎日新

聞社大講堂での表彰式には，帯広営

林局長，福森理事長ほか関係者が出

席して受賞した。

昭和52年6月10日発行

林業技術

第423号

編集発行人福森友久

印刷所株式会社太平社

発行所

社団法人日本林業技術協会
(〒102）東京都千代田区六番町7

電話（261）5281(代)～7
（振替東京03－60448番）
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都市林の設計と管理

高橋理喜男著￥2800〒200

都市林の本質／設定の計画的視点／設計の基本
原理／樹木タイプ／レクリエーション空間と容

量／設計の前提／27施設の設計指針／植栽と
その管理／について写真103,図73をそえて詳

述,具体例として野幌森林公園,武蔵丘陵森林公

園，こどもの国,希望が丘文ｲﾋ公園，日本万国博
覧会公園，甲山森林公園，常盤公園を詳述。

森林政策学再版

岸根卓郎著￥5000〒24O

わが国の林政は混迷せる林政とまで呼ばれてい

る。そうしたなかで本書の再版をみたことは，

新しい林政学研究と新しい林業政策の創造への

関心の高まりを示すことにほかならない。

続・森林法の軌跡

筒井迪夫著￥2500〒160

「森林法の軌跡」を公刊してから，わずか3年

の間に保安林補償制度の在り方，開発許可制度

の運用，環境保全林や保健林の整怖，水源林造

成にかかわる受益者負担の具体的在り方，松く

い虫防除の重要性のたかまり，公有林のこれか

らの方向などのほか，さらに広く森林と社会と

の関わり合う面で森林法の在り方に示唆すると

ころが多い。

森林法の軌跡筒井辿夫著￥2500〒200

松くい虫の謎を解く再版
伊藤一雄著￥1200〒160

今や「松の緑」は全く消滅しかねない実状にあ

るが，2年前の本書の出版が機縁となって松く

い虫防除対策に新しい施策がとられようとして

いる。こうしたことから本書再版の要望が極め

てつよく，これにこたえて新しい知見を加えて

再版として発刊したもの。

’|農林出版株総社‘ﾃ蝿東京都港区新橋5母2誠鋳寡805鍔‘鶴壷1"聯鐘出版 朱式 振 番 電 03(4新 東
－

東 区 09
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森林の効用研究シリーズ

林業の企
槇重博著

■正しい経営下にある林業は公益

性と企業性は調和する有利な企業

であることを，社会科学の立場か

ら豊富な資料と実例をもって立証

した近来の名著。

性ご希望の方は下記へ電話または

ハガキでお申込み下さい。
円
円
０
０
０
２
４
１
価
〒
定

環境林
■郁市環境問題へのアプローチと

して，森林を対象とした環境林業

が大きくクローズアップされてき

た。本書はマサチューセッツ大学

における表題のシンポジウムの抄

訳である。

都市化環境のなかの樹林

松尾兎洋訳定禦M:9

発行所森林科学調査会

東京都保谷市下保谷5－9－18

（〒188）

電話0424(21)5447

森林の近代的
公益的効用
武藤博忠著定禦洲凰

■妓近環境破壊，公害に対して人

間社会に及ぼす森林の機能と効用

が再評価されるようになった。本

書は著者の多年の経験と該博な知

識でまとめた警世の瞥である。
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強靭性・寸法安定性・平面性・保存性・耐久
性のすぐれたポリエステルフイルムベースの
ケミカルマット加工をしだ製図用合成紙

強度・感度・透明度・寸法安定性・製図適性
仕上り、すべてに優れだ製品

、蒸気機関車にも似て、ダイナミ､ソクな扱いにも、水
ぬれにも、びくともしない美しい仕上げ。仕事の合理
化スピードアップに御利用下さい。

●本社東京都新宿区新宿2－7-ITELO3(354)0361〒160
‘吾大阪TELO6(772)1412・名古屋TELO52(822)5121

札幌TELOII(631)4421．福岡TELO92(271)0797・埼玉TELO488(24）1255
広島TELO822(61)2902･仙台TELO222(66)0151沖繩TELO988(68)56I2
アメリカきもと（口スアンービルス）･スイスきもと（チューリッヒ）

－

凧株式会社志もと

篝塞豐慧蓋篝塞夛慧豊遥塞逢鑑 遥遥刈彊鼈 鑑諾

$

造林技術の前進と革新に奉仕する。
シﾌｨー ポｯﾄ
●●●●●●●●●●●●●●●

隙
隙

●活着率が極めて高く補植の必要がありません。

●植付け当年にも著しい成長をします。

●根塊(ルー|､ボール)を形成している苗木は強い生命力をもっています。

●苗畑の諸作業が大巾に省力され経費は軽減します。

●育苗期間は杉愉で据置12～15ケ月ポット3～4ケ月に短縮されます。

』鞭曾弼ｲーポｯﾄ.プﾛダｸﾂ株式会社

“蝋臺鳶｡蕊‘麓"或馴急"｡,慾
毒宰宰毒彰琴霊霊琴宰宰葬霧

破れない合成紙

句_自〃Hg

破れない第二原図用感ず

球フジ司昌〃

砥
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